
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
に
関
す
る
研
究
（
一

　
　
－
香
港
に
お
け
る
犯
罪
被
害
補
償
制
度
の
概
要
と
運
用
状
況
1

）

太

田

達

也

犯罪被害者補償制度に関する研究（1）

一二三四

は
じ
め
に

香
港
に
お
け
る
犯
罪
被
害
補
償
制
度
の
概
要
と
運
用
状
況
…
…

改
正
・
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
制
度
の
課
題

小
括
：
：
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
・
：
…
：
：
：
：
…
（
以
ヒ
、

一
　
は
じ
め
に

（
以
上
、
本
号
）

七
四
巻
六
号
）

　
我
が
国
で
は
、
一
九
八
O
年
に
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
が
成
立
し
、
翌
年
一
月
一
日
か
ら
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
制

度
ー
以
下
、
犯
給
制
度
と
い
う
ー
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。
欧
米
に
多
少
の
遅
れ
を
と
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
犯
罪
の
被
害

者
や
遺
族
に
対
す
る
給
付
金
の
制
度
が
我
が
国
に
お
い
て
実
現
し
た
こ
と
は
極
め
て
意
義
深
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
施
行
以
来
、
同

制
度
は
概
ね
良
好
に
運
用
さ
れ
て
き
て
い
る
と
評
価
し
得
る
。
し
か
し
、
給
付
の
対
象
と
な
る
身
体
的
被
害
の
要
件
が
厳
し
か
っ
た

う
え
、
法
施
行
二
〇
年
を
経
過
し
、
制
度
の
当
初
の
目
的
は
一
応
達
成
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
警
察
庁
に
お
い
て
改
正
作
業
が
進
め
ら

1
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（
1
）

れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
二
〇
〇
一
年
四
月
五
日
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
国
会
を
通
過
し
、
法
律

名
も
新
た
な
「
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
等
に
関
す
る
法
律
」
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
。

　
今
回
の
改
正
は
、
障
害
給
付
金
の
対
象
拡
大
や
重
傷
病
給
付
金
の
創
設
な
ど
給
付
金
制
度
自
体
の
改
革
を
第
一
の
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
は
警
察
の
被
害
者
に
対
す
る
援
助
努
力
義
務
を
明
文
で
規
定
す
る
と
と
も
に
、

一
定
の
要
件
を
備
え
た
法
人
を
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
と
し
て
指
定
し
、
警
察
な
ど
関
係
機
関
と
の
連
携
・
調
和
を
図
り
な

が
ら
、
よ
り
充
実
し
た
被
害
者
支
援
を
行
う
た
め
の
体
制
づ
く
り
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
今
回
の
改
正
は
、

同
法
を
従
来
の
経
済
的
支
援
を
越
え
た
総
合
的
な
被
害
者
支
援
法
へ
と
発
展
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
大
い
に
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
で
犯
給
制
度
の
間
題
が
全
て
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
法
改
正
の
提
言
を
行
っ
た
「
犯
罪
被
害
者
支
援
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

す
る
検
討
会
」
の
提
言
で
も
幾
つ
か
の
事
項
を
中
長
期
的
に
検
討
す
べ
き
課
題
と
し
て
掲
げ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
含
め
、
今
後
、
更

な
る
検
討
を
要
す
る
課
題
も
少
な
く
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
犯
給
制
度
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
先
行
す
る
欧
米
の
制
度
が
比
較
検
討
さ
れ
、
ま
た
今
日
に
至
っ
て
も
、
諸
外
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
動
向
が
逐
次
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
制
度
と
の
比
較
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
背
景
と
な
る
司
法
、
福
祉
、
医
療
制
度
の
相
違

な
ど
に
対
す
る
慎
重
な
配
慮
が
必
要
な
が
ら
も
、
こ
れ
ら
欧
米
の
知
見
を
も
参
考
に
す
べ
き
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ア
ジ
ア
諸
国
で
は
、
国
家
財
政
上
の
問
題
も
あ
り
、
長
年
、
被
害
者
補
償
制
度
の
実
現
は
困
難
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
日
本
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
（
7
）

続
き
、
韓
国
が
｝
九
八
七
年
に
犯
罪
被
害
者
救
助
法
を
制
定
し
て
い
る
ほ
か
、
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
台
湾
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

被
害
者
補
償
制
度
が
実
現
し
、
現
在
は
、
イ
ン
ド
や
タ
イ
で
制
度
化
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
香
港
は
、
ア
ジ
ア
で
最
も
早
い
一
九
七
三
年
に
被
害
者
補
償
制
度
を
実
現
し
た
地
域
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

当
時
、
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
下
に
あ
っ
た
香
港
が
、
母
国
の
影
響
を
受
け
る
な
か
で
制
度
化
に
漕
ぎ
着
け
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

2
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し
か
し
、
香
港
の
被
害
者
補
償
制
度
は
、
創
設
以
後
、
独
自
の
発
展
を
遂
げ
て
き
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
興
味
深
い
内
容
も
見
ら

れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
日
本
で
は
ア
ジ
ア
の
司
法
制
度
に
対
す
る
関
心
が
低
く
、
香
港
の
被
害
者
支
援
制
度
に
対
し
て
も
関
心
が
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

せ
ら
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
が
、
香
港
で
は
、
被
害
者
補
償
制
度
は
も
と
よ
り
、
近
年
は
、
被
害
者
憲
章
を
策
定
す
る
な
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

様
々
な
被
害
者
支
援
の
施
策
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
動
向
に
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
間
の
人
的
交
流
が

深
ま
る
な
か
、
地
域
の
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
の
内
容
を
知
る
こ
と
は
、
在
外
邦
人
や
日
本
の
在
留
外
国
人
に
対
す
る
被
害
者
支
援

問
題
を
考
え
る
う
え
で
も
意
義
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
香
港
の
被
害
者
補
償
制
度
で
あ
る
犯
罪
及
び
法
執
行
被
害
補
償
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

度
の
概
要
と
運
用
状
況
を
、
裁
定
機
関
の
報
告
書
と
現
地
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
紹
介
し
、
最
後
に
、
日
本
の
犯
給
制
度
に
対
し
幾

つ
か
の
提
言
を
試
み
た
い
。

　
な
お
、
香
港
は
、
一
九
九
七
年
七
月
一
日
に
イ
ギ
リ
ス
よ
り
中
国
に
復
帰
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
香

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

港
特
別
行
政
区
基
本
法
に
よ
り
、
今
後
五
〇
年
間
は
一
国
二
体
制
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
同
前
文
・
第
五
条
）
。
法
令

も
、
基
本
法
に
抵
触
し
な
い
限
り
、
従
来
の
も
の
が
適
用
さ
れ
る
が
、
中
国
復
帰
後
は
、
香
港
特
別
行
政
区
の
立
法
府
に
よ
る
改
正

の
対
象
と
な
り
得
る
（
第
八
条
・
第
一
八
条
第
一
文
）
。
新
た
に
法
令
を
制
定
す
る
場
合
、
そ
の
内
容
は
基
本
法
に
抵
触
す
る
も
の
で

あ
っ
て
は
な
ら
ず
（
第
一
一
条
第
二
文
）
、
全
国
人
民
代
表
大
会
の
下
に
置
か
れ
た
委
員
会
に
よ
り
、
制
定
さ
れ
た
法
令
が
基
本
法
に

反
す
る
と
の
判
断
が
な
さ
れ
た
場
合
、
当
該
法
令
は
無
効
と
な
る
（
第
一
七
条
）
。
ま
た
、
中
国
の
法
令
は
、
基
本
法
の
附
表
で
指

定
さ
れ
た
一
定
の
も
の
以
外
は
、
香
港
特
別
行
政
地
区
に
は
適
用
さ
れ
な
い
（
第
一
八
条
第
二
文
）
。
一
方
、
香
港
特
別
行
政
区
に
も

独
立
し
た
司
法
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
第
二
条
・
第
一
九
条
・
第
八
○
条
）
。

　
（
1
）
　
立
法
作
業
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
安
田
貴
彦
「
犯
罪
被
害
給
付
制
度
の
現
状
と
課
題
」
警
察
学
論
集
五
三
巻
一
〇
号
（
二
〇
〇
〇
）

　
　
一
頁
以
下
参
照
。

　
（
2
）
　
犯
罪
被
害
者
支
援
に
関
す
る
検
討
会
『
犯
罪
被
害
給
付
制
度
そ
の
他
犯
罪
被
害
者
支
援
に
関
す
る
提
言
』
（
二
〇
〇
〇
）
七
ー
一
〇

3
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　頁。

（
3
）
　
大
谷
實
H
宮
澤
浩
一
編
『
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
』
成
文
堂
（
一
九
七
六
）
を
始
め
、
海
外
の
被
害
者
補
償
制
度
を
紹
介
し
た
論
稿

　
は
多
数
に
上
る
が
、
主
要
国
に
お
け
る
近
時
の
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
被
害
者
支
援
研
究
会
『
平
成
二
年
度
犯
罪
被
害
者
対

策
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』
（
二
〇
〇
〇
）
と
法
務
総
合
研
究
所
『
法
務
総
合
研
究
所
研
究
部
報
告
九
　
諸
外
国
に
お
け
る
犯
罪
被

害
者
施
策
に
関
す
る
研
究
』
（
二
〇
〇
〇
）
を
掲
げ
て
お
く
。

（
4
）
　
被
害
者
補
償
制
度
に
対
す
る
ア
ジ
ア
各
国
の
消
極
的
態
度
の
背
景
と
し
て
、
拙
稿
「
ア
ジ
ア
の
被
害
者
学
序
論
」
被
害
者
学
研
究
五

号
（
一
九
九
五
）
二
五
頁
。

（
5
）
　
一
九
八
七
年
二
月
二
八
日
法
律
第
三
九
六
九
号
。
同
法
に
関
す
る
韓
国
語
の
論
文
は
枚
挙
に
逞
が
な
い
が
、
邦
文
の
も
の
と
し
て
、

趙
均
錫
「
韓
国
の
被
害
者
救
助
制
度
の
概
要
と
運
用
状
況
に
つ
い
て
」
被
害
者
学
研
究
三
号
（
一
九
九
四
）
三
頁
以
下
と
朴
光
昼
「
韓
国

　
の
犯
罪
被
害
者
救
助
法
に
関
す
る
研
究
」
被
害
者
学
研
究
五
号
（
一
九
九
五
）
三
一
頁
以
下
が
あ
る
。
な
お
、
同
法
の
邦
訳
が
、
法
務
総

合
研
究
所
編
『
法
務
総
合
研
究
所
研
究
部
資
料
四
二
　
大
韓
民
国
の
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
及
び
保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律
等
』
（
一
九

　
九
七
）
一
八
七
頁
以
下
に
あ
る
。

（
6
）
＞
⇒
＞
9
9
＄
二
轟
巴
W
8
巳
o
｛
Ω
鋤
巨
ω
巨
α
段
9
Φ
ご
8
巽
喜
窪
8
噛
冒
ω
↑
一
8
8
吋
≦
。
ニ
ヨ
ω
o
｛
d
三
仁
ω
二
B
震
一
ω
9
ヨ
①
暮

o
『
O
卑
o
具
一
g
㊤
且
く
嘗
冒
ω
o
脇
≦
o
一
①
筥
9
冒
①
ω
き
α
8
『
0
9
R
評
巷
o
ω
。
ω
（
菊
8
昌
一
一
〇
＞
o
辞
Z
o
D
お
O
O
）
。

（
7
）
　
犯
罪
被
害
人
保
護
法
（
中
華
民
国
八
七
年
五
月
二
七
日
華
総
O
義
字
第
八
七
〇
〇
一
〇
四
五
〇
〇
號
令
）
。
同
法
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
「
台
湾
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
保
護
法
」
捜
査
研
究
五
六
六
号
（
一
九
九
八
）
七
四
頁
以
下
、
陳
慈
幸
「
台
湾
犯
罪
被
害
者
保
護
の
実

態
及
び
犯
罪
被
害
者
保
護
法
施
行
状
態
に
関
し
て
」
警
察
政
策
学
会
資
料
二
号
（
二
〇
〇
〇
）
、
拙
稿
「
台
湾
の
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度

～
犯
罪
被
害
者
保
護
法
の
運
用
状
況
～
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
五
四
巻
六
号
（
二
〇
〇
一
予
定
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
）
　
拙
稿
「
第
二
一
回
国
際
犯
罪
学
会
ソ
ウ
ル
大
会
ー
ア
ジ
ア
の
被
害
者
政
策
ー
」
罪
と
罰
三
六
巻
二
号
（
一
九
九
九
）
二
一
二
頁
以
下
。

　
ア
ジ
ア
全
般
に
お
け
る
被
害
者
補
償
制
度
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
被
害
者
支
援
を
巡
る
ア
ジ
ア
の
最
新
事
情
」
大
谷
實
ほ
か
編

　
『
宮
澤
浩
一
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
第
一
巻
　
犯
罪
被
害
者
論
の
新
動
向
』
（
二
〇
〇
〇
）
三
六
三
－
三
七
二
頁
。

（
9
）
冨
鴉
一
∪
Φ
冨
『
冒
。
ヌ
≦
。
ニ
ヨ
、
ω
9
四
＃
震
（
一
8
①
）
’

（
1
0
）
　
香
港
の
被
害
者
補
償
制
度
や
被
害
者
支
援
政
策
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
第
八
回
国
際
被
害
者
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
ー
ア
ジ

4



　
ア
の
視
点
1
」
罪
と
罰
三
二
巻
二
号
（
一
九
九
五
）
三
一
頁
、
拙
稿
「
ア
ジ
ア
の
被
害
者
政
策
」
諸
澤
英
道
編
『
現
代
の
エ
ス
プ
リ
犯
罪

被
害
者
ー
そ
の
権
利
と
対
策
』
至
文
堂
（
一
九
九
五
）
二
三
五
頁
、
拙
稿
「
犯
罪
被
害
者
の
権
利
－
香
港
」
法
律
時
報
七
一
巻
一
〇
号

　
（
一
九
九
九
）
七
六
－
七
七
頁
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
8
）
三
六
三
i
三
七
三
頁
、
三
七
九
i
三
八
一
頁
、
三
九
七
－
三
九
九
頁
、
四
〇
一

　
ー
四
〇
二
頁
、
四
一
六
ー
四
一
八
頁
。

（
1
1
）
　
裁
定
機
関
で
あ
る
犯
罪
及
び
法
執
行
被
害
補
償
委
員
会
は
、
制
度
が
発
足
し
た
翌
年
の
一
九
七
四
年
か
ら
毎
年
、
報
告
書
を
作
成
・

公
表
し
て
い
る
。
報
告
書
の
名
称
が
長
い
た
め
、
本
稿
で
は
、
〇
一
固
O
ω
鼠
召
ω
）
曽
屋
＞
z
z
¢
孝
勾
賠
○
召
（
蓉
8
）
と
い
っ
た
形
で
引

　
用
す
る
。

（
1
2
）
　
日
田
ゆ
霧
8
ピ
餌
ゑ
o
｛
9
①
＝
0
5
鵬
内
o
コ
鵬
ω
冨
9
巴
＞
α
ヨ
一
三
〇
D
段
讐
才
①
菊
①
讐
O
p
o
貼
9
①
℃
Φ
〇
三
①
．
ω
肉
8
仁
巨
8
0
｛
O
露
コ
勲

　且o

宮
巴
簿
9
Φ
↓
圧
巳
ω
①
器
一
9
0
P
冨
留
く
窪
9
Z
象
ご
⇒
巴
℃
8
三
①
、
ω
0
9
鷺
霧
ω
9
“
＞
胃
＝
お
8
。
香
港
の
基
本
法
に
つ
い

　
て
は
、
因
＞
ω
＝
O
二
＞
一
Ψ
頃
O
暴
内
o
暴
Z
国
≦
O
O
読
目
累
ゴ
O
多
ピ
○
琶
男
”
↓
田
園
甥
多
モ
目
9
亀
O
曽
講
田
ω
o
＜
男
田
勇
⇒
当
u
↓
臣
ゆ
濫
需

　
『
≦
（
ぎ
α
a
」
8
0
）
に
詳
し
い
。

犯罪被害者補償制度に関する研究（1）

二
　
香
港
に
お
け
る
犯
罪
被
害
補
償
制
度
の
概
要
と
運
用
状
況

　
香
港
の
犯
罪
及
び
法
執
行
被
害
補
償
制
度
（
9
冒
一
轟
冨
邑
鍔
譲
国
蔑
2
8
ヨ
Φ
コ
ニ
三
鼠
8
9
B
冨
霧
慧
9
00
3
。
ヨ
ρ
暴
力
及
執

法
傷
亡
賠
償
計
劃
）
が
導
入
さ
れ
た
の
は
一
九
七
三
年
五
月
二
三
日
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
ア
ジ
ア
で
被
害
者
補
償
制
度
を
実
現

し
て
い
た
国
は
な
く
、
そ
の
な
か
で
、
香
港
が
被
害
者
補
償
制
度
の
創
設
に
踏
み
切
っ
た
の
は
、
香
港
が
被
害
者
先
進
国
た
る
イ
ギ

リ
ス
の
統
治
下
に
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
こ
の
犯
罪
及
び
法
執
行
被
害
補
償
制
度
も
、
か
つ
て
の
イ
ギ
リ
ス
同
様
、
法
律
上
の
根
拠
を
有
さ
な
い
行
政
上
の
制
度
で
あ
る
。

制
度
の
運
営
は
、
犯
罪
及
び
法
執
行
被
害
補
償
制
度
運
営
文
書
（
》
亀
昆
三
弩
讐
お
O
o
8
日
①
筥
o
P
冨
o
o
。
冨
ヨ
①
）
1
以
下
、
規

則
と
称
す
る
ー
と
呼
ば
れ
る
行
政
指
針
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。

5
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な
お
、
本
制
度
の
名
称
に
は
、
英
語
の
、
、
8
ヨ
需
房
簿
一
9
、
、
が
用
い
ら
れ
、
ま
た
、
中
国
語
で
は
「
賠
償
」
の
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
制
度
の
趣
旨
が
犯
罪
被
害
に
よ
る
損
害
の
補
填
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
賠
償
や
補
償
の
用
語
を
用
い
る
の
は
適

当
で
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
便
宜
上
、
「
補
償
制
度
」
の
語
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。
従
っ
て
、
本
制
度
に
よ
る
給
付
金
を
総
称
す

る
と
き
に
は
「
補
償
金
」
の
語
を
用
い
る
が
、
被
害
者
に
支
給
さ
れ
る
各
種
の
補
償
金
に
は
・
．
血
雷
9
　
鴨
帥
導
、
、
や
．
．
島
鋸
σ
筥
蔓

鴨
”
艮
、
、
と
．
．
鵬
轟
旨
、
．
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
補
償
金
の
種
類
を
示
す
と
き
に
は
「
給
付
金
」
の
語
を
当
て
る
こ

と
に
し
た
い
。
「
補
償
金
」
と
い
っ
て
も
、
犯
罪
被
害
の
損
失
補
填
が
目
的
で
は
な
く
、
「
給
付
金
」
の
語
と
も
、
制
度
の
性
格
と
の

関
連
に
お
い
て
区
別
し
て
用
い
て
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
香
港
の
制
度
に
言
及
す
る
と
き
は
、
固
有
名

詞
と
し
て
の
犯
罪
被
害
補
償
制
度
と
し
、
一
般
名
詞
と
し
て
用
い
る
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
と
区
別
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

6

1
　
制
度
の
目
的
・
特
徴

　
本
制
度
は
、
そ
の
名
称
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
犯
罪
被
害
補
償
制
度
と
法
執
行
被
害
補
償
制
度
の
二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
。

　
ま
ず
、
犯
罪
被
害
補
償
制
度
は
、

　
　
ω
　
暴
力
犯
罪
の
被
害
者

　
　
ω
　
犯
人
逮
捕
や
犯
罪
防
止
の
過
程
等
に
お
い
て
身
体
的
被
害
を
被
っ
た
者

に
対
し
て
補
償
金
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
済
的
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
殺
人
や
傷
害
な
ど
の
犯
罪

行
為
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
対
し
補
償
金
を
支
給
す
る
こ
と
が
第
一
の
目
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
犯
人
を
逮
捕
し

た
り
、
犯
罪
の
発
生
を
防
止
す
る
過
程
で
身
体
的
被
害
を
受
け
た
市
民
に
対
し
て
補
償
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
も
目
的
と
し
て
い
る
。

言
わ
ば
、
犯
罪
行
為
に
よ
る
直
接
ま
た
は
間
接
の
被
害
者
に
対
し
て
経
済
的
支
援
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
我
が
国
で
言
え
ば
、
犯
給



犯罪被害者補償制度に関する研究（1）

制
度
と
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
制
度
を
併
せ
た
よ
う
な
制
度
と
言
え
よ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
、
法
執
行
被
害
補
償
制
度
は
、

　
　
⑥
　
職
務
執
行
中
の
法
執
行
官
に
よ
る
武
器
の
使
用
が
原
因
で
身
体
的
被
害
を
被
っ
た
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

に
対
し
て
補
償
を
行
う
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
香
港
で
は
、
警
察
官
と
犯
人
と
の
間
で
銃
撃
戦
に
な
る
こ
と
が
実
際
に
あ
り
、
そ
の

際
、
警
察
官
が
発
射
し
た
弾
の
跳
弾
に
よ
り
市
民
が
死
亡
し
た
り
負
傷
し
た
り
し
た
場
合
に
補
償
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
加
害
者
が

法
執
行
官
で
あ
る
点
で
、
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
と
は
区
別
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
香
港
の
犯
罪
及
び
法
執
行
被
害
補
償
制
度
は
、
犯
罪
被
害
者
に
対
す
る
補
償
の
ほ
か
、
法
執
行
職
務
に
協
力
す
る

際
に
被
害
を
受
け
た
者
や
、
合
法
的
な
法
執
行
活
動
の
な
か
で
誤
っ
て
被
害
を
受
け
た
者
に
対
す
る
補
償
と
い
う
性
格
を
殊
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

内
容
を
一
つ
の
制
度
に
統
合
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
補
償
金
の
裁
定
に
あ
た
っ
て
は
、
犯
罪
被
害
補
償
と
法
執

行
被
害
補
償
と
で
、
異
な
る
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
両
委
員
会
は
同
じ
委
員
が
兼
任
し
て
い
る
た
め
、
事
実
上
、

両
者
に
差
異
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
香
港
の
犯
罪
及
び
法
執
行
被
害
補
償
制
度
は
二
つ
の
性
格
を
異
に
す
る
制
度
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
本
稿
の
目

的
は
、
犯
罪
被
害
者
に
対
す
る
補
償
の
在
り
方
を
検
討
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
模
索
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
以
下
で

は
、
専
ら
、
犯
罪
被
害
補
償
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
と
運
用
状
況
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

2
　
制
度
の
性
格

　
犯
罪
被
害
補
償
制
度
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
恩
恵
的
（
Φ
図
鵬
寅
鼠
）
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
規
則
第
五
段
落
）
。
労
働
者
災
害
補

償
保
険
や
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
と
い
っ
た
責
任
保
険
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
も
の
で
も
、
ま
た
狭
義
の
社
会
保
険
的
な
も
の

で
も
な
く
、
全
額
公
費
負
担
に
よ
る
給
付
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
制
度
に
よ
る
補
償
金
の
給
付
額
は
、
香
港
の
緊
急
救
援
基
金

7
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（
1
5
）

（
国
B
①
彊
窪
身
菊
亀
9
害
＆
）
に
基
づ
く
自
然
災
害
の
被
害
者
に
対
す
る
弔
慰
金
に
準
拠
し
て
お
り
、
同
基
金
に
よ
る
弔
慰
金
の
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

付
額
の
改
定
に
応
じ
て
本
制
度
の
補
償
金
も
改
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
犯
罪
被
害
補
償
制
度
は
、
一
種
の
災
害

見
舞
金
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
犯
罪
被
害
者
の
経
済
的
支
援
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
は
当
然
と
し
て

も
、
被
害
者
の
経
済
的
困
窮
を
解
消
し
た
り
、
そ
の
生
活
を
将
来
に
渡
っ
て
保
護
す
る
こ
と
が
制
度
の
目
的
で
は
な
い
。
支
給
の
可

否
や
給
付
額
の
決
定
に
際
し
、
資
産
調
査
を
行
わ
ず
（
規
則
第
一
〇
段
落
）
、
被
害
者
や
遺
族
等
の
所
得
や
資
産
の
高
低
を
考
慮
し
な

い
の
も
、
そ
う
し
た
制
度
の
性
格
所
以
で
あ
る
。
裁
定
機
関
で
あ
る
犯
罪
及
び
法
執
行
被
害
補
償
委
員
会
－
以
下
、
単
に
委
員
会

と
称
す
る
ー
も
、
「
制
度
は
、
所
得
に
関
連
し
た
基
準
に
基
づ
き
、
被
害
者
に
所
得
の
損
失
を
補
償
す
る
趣
旨
の
も
の
で
は
な
い
。

（
中
略
）
委
員
会
は
、
富
め
る
者
に
も
貧
し
い
者
に
も
同
じ
補
償
を
提
供
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
お
り
、
経
済
的
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

題
を
抱
え
る
被
害
者
に
は
、
必
要
性
と
い
う
要
件
を
考
慮
す
る
他
の
制
度
を
勧
め
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
実
際
、
委
員
会
の
事
務

局
は
、
被
害
者
が
、
被
害
後
、
経
済
的
困
窮
状
態
に
あ
る
場
合
は
、
社
会
保
障
に
よ
る
生
活
保
護
手
続
の
た
め
、
社
会
福
祉
部
の
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

当
部
局
を
紹
介
す
る
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
死
亡
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の
所
得
の
有
無
、
被
扶

養
者
の
有
無
や
人
数
な
ど
を
考
慮
し
、
被
害
者
が
所
得
の
な
い
子
や
高
齢
者
で
あ
っ
た
り
、
無
収
入
で
、
且
つ
、
一
五
歳
未
満
の
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

が
い
な
い
場
合
は
、
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
受
給
者
の
経
済
状
態
（
正
確
に
は
、
受
給
者
に
対
す
る
犯
罪
被
害
の
経
済
的
影
響
）

を
考
慮
し
な
い
訳
で
は
な
く
、
ま
た
、
一
時
扶
養
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
所
得
の
喪
失
に
対
す
る
補
填
で
あ
る
と
の
説
明
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
純
粋
な
見
舞
金
と
言
い
切
れ
な
い
面
が
あ
り
、
複
合
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。

　
一
方
、
法
執
行
被
害
補
償
制
度
も
、
犯
罪
被
害
補
償
同
様
、
恩
恵
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
規
則
第
一
六
段
落
）
。
し
か
し
、
そ

の
給
付
額
の
算
定
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
損
害
賠
償
と
緊
急
救
援
基
金
の
う
ち
高
額
な
方
を
基
準
と
す
る
こ
と
か
ら
（
規
則
第

一
八
段
落
）
、
損
害
補
填
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
被
害
の
内
容
に
も
よ
る
が
、
一
般
に
、
法
執
行

被
害
補
償
に
よ
る
給
付
額
の
方
が
犯
罪
被
害
補
償
の
給
付
金
よ
り
も
高
額
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
死
亡
事
件
に
対
す
る
犯
罪
被
害
補

8



償
の
場
合
、
死
亡
給
付
金
に
葬
祭
給
付
金
や
一
時
扶
養
給
付
金
を
加
算
し
た
額
の
最
高
限
度
額
は
約
二
一
万
香
港
ド
ル
（
日
本
円
で

　
　
　
　
（
2
1
）

約
三
一
〇
万
円
）
と
な
り
、
さ
ら
に
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

償
金
は
こ
れ
を
遙
か
に
上
回
る
額
に
な
る
こ
と
が
多
い
。

こ
れ
か
ら
一
〇
〇
％
の
増
額
が
認
め
ら
れ
る
が
、
法
執
行
被
害
補

犯罪被害者補償制度に関する研究（1）

3
　
受
給
要
件

　
犯
罪
被
害
補
償
金
の
受
給
要
件
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
①
一
九
七
三
年
五
月
壬
二
日
以
降
に
香
港
内
で
被
っ
た
被
害
で
あ
る
こ
と
（
規
則
第
五
段
落
）
。

　
　
②
㈱
暴
力
犯
罪
（
放
火
お
よ
び
毒
薬
投
与
を
含
む
）
、
㈲
犯
人
又
は
被
疑
者
を
逮
捕
し
、
又
は
逮
捕
し
よ
う
と
す
る
行
為
、
＠

　
　
　
犯
罪
を
防
止
し
、
又
は
防
止
し
よ
う
と
す
る
行
為
、
㈹
犯
人
若
し
く
は
被
疑
者
を
逮
捕
し
、
若
し
く
は
逮
捕
し
よ
う
と
す
る
、

　
　
　
又
は
犯
罪
を
防
止
し
、
若
し
く
は
防
止
し
よ
う
す
る
警
察
職
員
又
は
他
の
第
三
者
に
対
す
る
協
力
行
為
に
直
接
起
因
し
、
又

　
　
　
は
そ
れ
か
ら
生
じ
た
身
体
的
被
害
で
あ
る
こ
と
（
規
則
第
五
段
落
）
。

　
　
③
　
被
害
が
、
原
則
と
し
て
、
三
日
以
上
の
所
得
ま
た
は
所
得
能
力
の
喪
失
を
招
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。
但
し
、
増
額
の
要
件

　
　
　
を
満
た
し
、
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
委
員
会
が
判
断
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
（
規
則
第
六
段
落
㈲
）
。

　
　
④
被
害
事
実
が
、
不
合
理
な
遅
滞
な
く
警
察
に
通
報
さ
れ
、
又
は
刑
事
手
続
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
（
規
則
第
六
段
落
＠
）
。

　
　
⑤
申
請
者
が
、
委
員
会
に
対
し
、
特
に
診
断
書
を
含
む
全
て
の
関
連
情
報
お
よ
び
合
理
的
な
協
力
を
提
供
し
て
い
る
こ
と

　
　
　
（
規
則
第
六
段
落
㈹
）
。

　
　
⑥
新
規
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
被
害
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
申
請
が
な
さ
れ
た
こ
と
（
規
則
第
六
段
落
㈹
）
。

　
　
⑦
新
規
の
申
請
が
被
害
発
生
日
か
ら
三
年
以
内
に
な
さ
れ
た
が
、
取
下
げ
ま
た
は
連
絡
不
能
に
よ
り
手
続
が
打
ち
切
ら
れ
た

　
　
　
場
合
の
再
申
請
に
つ
い
て
は
、
二
回
目
以
降
の
申
請
が
、
被
害
発
生
日
か
ら
三
年
以
内
で
あ
る
か
、
取
下
げ
ま
た
は
連
絡
不

9
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能
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
再
度
の
申
請
が
な
さ
れ
た
こ
と
（
規
則
第
六
段
落
㈹
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

⑧
被
害
者
は
、
出
入
国
管
理
條
例
に
基
づ
き
、
香
港
の
在
留
権
を
有
し
、
又
は
在
留
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
て
い
る
者
で
、

　
被
害
者
に
在
留
期
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
被
害
発
生
の
時
点
で
そ
れ
に
違
反
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
香
港

　
上
陸
後
に
在
留
許
可
が
認
め
ら
れ
、
又
は
不
法
残
留
の
後
、
在
留
の
延
長
許
可
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
許
可
の
有
効
日

　
以
後
に
被
害
が
発
生
し
た
こ
と
（
規
則
第
六
段
落
図
）
。

ω
　
制
度
の
適
用
範
囲
－
受
給
要
件
①

　
日
本
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
制
定
の
際
、
国
会
審
議
の
焦
点
と
な
っ
た
遡
及
適
用
は
、
香
港
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て

い
な
い
。
ま
た
、
被
害
は
香
港
領
域
内
で
発
生
し
た
も
の
に
限
ら
れ
、
海
外
は
勿
論
、
香
港
を
除
く
中
華
人
民
共
和
国
内
で
の
被
害

も
給
付
の
対
象
と
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
香
港
か
ら
日
本
へ
の
短
期
滞
在
者
が
日
本
で
犯
罪
被
害
に
遭
っ
た
場
合
、
香
港
と
日
本
い

ず
れ
の
給
付
の
対
象
に
も
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

10

⑭
　
被
害
の
定
義
－
受
給
要
件
②

　
ま
ず
、
補
償
の
対
象
と
な
る
の
は
、
暴
力
犯
罪
（
9
ヨ
①
亀
≦
o
一
2
8
）
に
よ
っ
て
「
人
の
身
体
に
生
じ
た
被
害
」
（
需
お
9
巴

一
三
仁
曼
）
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
列
挙
方
式
を
採
ら
な
い
。
殺
人
、
強
盗
、
傷
害
な
ど
の
ほ
か
、
放
火
や
毒
物
混
入
に
よ
る
被
害
も
含

ま
れ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
強
姦
や
強
制
わ
い
せ
つ
な
ど
性
犯
罪
被
害
に
対
す
る
補
償
の
扱
い
で
あ
る
。
香
港
の
犯
罪
被
害
補
償
制

度
で
は
、
性
犯
罪
被
害
者
を
も
補
償
の
対
象
と
し
て
お
り
、
性
犯
罪
被
害
に
お
け
る
障
害
の
程
度
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
被
害
者

の
精
神
的
被
害
に
つ
い
て
も
考
慮
に
入
れ
る
と
し
て
い
る
（
規
則
第
一
〇
段
落
）
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
強
姦
の
被
害
に
つ
い
て
は
、
補

償
金
の
種
類
に
応
じ
て
一
〇
〇
％
の
増
額
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
規
則
第
一
四
段
落
㈹
）
。
さ
ら
に
、
性
犯
罪
被
害
者
に
限



犯罪被害者補償制度に関する研究（1）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

ら
ず
、
他
の
犯
罪
に
よ
る
被
害
者
に
つ
い
て
も
、
精
神
的
被
害
を
評
価
の
対
象
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
補
償
の
対
象
と
な
る
「
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

の
身
体
に
生
じ
た
被
害
」
に
は
、
物
理
的
な
被
害
の
み
な
ら
ず
、
精
神
的
被
害
も
含
む
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
性
犯
罪
被
害
者
に
対
す
る
こ
う
し
た
運
用
は
制
度
発
足
当
初
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、
一
九
八
○
年
度
か
ら
正
式
な
制
度
と
し
て

　
　
　
　
　
（
2
7
）

採
用
さ
れ
て
い
る
。
統
計
上
で
も
、
件
数
で
は
傷
害
や
強
盗
の
被
害
に
係
る
申
請
に
遙
か
及
ば
な
い
も
の
の
、
毎
年
、
性
犯
罪
被
害

者
か
ら
一
定
数
の
申
請
と
支
給
裁
定
が
あ
る
。
八
一
年
度
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
同
年
九
月
よ
り
、
毎
月
、
強
盗
の
被
害
者
リ
ス
ト

に
加
え
、
強
姦
被
害
者
の
氏
名
と
住
所
の
リ
ス
ト
の
提
供
を
警
察
か
ら
受
け
、
被
害
者
に
対
し
犯
罪
被
害
補
償
金
の
申
請
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

連
絡
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
。

　
し
か
し
、
犯
罪
に
よ
る
精
神
的
被
害
を
も
補
償
金
の
支
給
対
象
に
含
め
る
と
な
る
と
、
精
神
的
被
害
の
有
無
や
程
度
な
ど
の
認
定

に
つ
い
て
困
難
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
香
港
で
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
精
神
医
学
セ
ン
タ
ー
（
鵠
o
轟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

囚
o
轟
雰
旨
三
象
膏
O
窪
霞
①
）
に
被
害
者
の
診
断
を
依
頼
し
、
精
神
的
被
害
の
認
定
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
規
則
は
、
性
犯
罪

や
性
的
関
係
か
ら
生
じ
た
犯
罪
に
関
す
る
被
害
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
が
犯
罪
を
誘
発
す
る
な
ど
、
被
害
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
こ

と
が
な
か
っ
た
か
や
申
請
の
遅
延
に
つ
い
て
も
慎
重
に
審
査
す
る
と
し
て
い
る
（
規
則
第
九
段
落
）
。

　
次
に
、
故
意
犯
に
よ
る
被
害
が
補
償
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
が
、
交
通
事
故
を
含
め
、
過
失
犯
に
よ
る
被
害

の
扱
い
が
間
題
と
な
る
。
規
則
は
、
「
交
通
事
故
は
、
制
度
の
対
象
外
と
す
る
。
但
し
、
被
害
者
を
礫
こ
う
と
い
う
”
熟
慮
の
上
で

の
試
み
”
（
号
ま
震
象
①
聾
①
ヨ
冥
）
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
（
規
則
第
八
段
落
）
。
但
書
の
部

分
は
故
意
犯
と
し
て
の
認
定
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
ら
、
交
通
事
故
に
よ
る
（
業
務
上
）
過
失
致
死
傷
の
被
害
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、

補
償
の
対
象
外
と
考
え
ら
れ
る
。
香
港
に
は
、
犯
罪
及
び
法
執
行
被
害
補
償
制
度
と
並
ん
で
、
交
通
事
故
被
害
者
援
助
制
度
が
あ
り
、

交
通
事
故
被
害
者
へ
の
経
済
的
支
援
は
こ
の
制
度
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
交
通
事
故
被
害
者
援
助
制
度
は
、
一
九
七
九
年
五
月
一
日

に
発
足
し
た
、
社
会
福
祉
部
が
所
管
す
る
制
度
で
、
自
動
車
等
の
所
有
者
や
免
許
保
持
者
な
ど
か
ら
徴
収
し
た
費
用
を
原
資
と
す
る

11
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（
3
0
）

基
金
か
ら
、
交
通
事
故
の
被
害
者
に
対
し
給
付
金
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
的
性
質
は
異
な
る
も
の
の
、
我
が
国
に
お
け
る
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

動
車
賠
償
責
任
保
険
制
度
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
交
通
事
故
に
よ
る
被
害
者
が
、
一
切
、
犯
罪
被
害
補
償
の
対
象
と
な
ら
な
い
か
と
言
う
と
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。
例
え
ば
、
一
九
七
三
年
度
に
は
、
銀
行
強
盗
の
犯
人
が
運
転
す
る
盗
難
車
に
礫
か
れ
、
負
傷
し
た
被
害
者
に
補
償
金
が
支
給
さ

れ
た
例
が
あ
る
。
委
員
会
は
、
犯
罪
に
関
係
し
た
者
が
使
用
す
る
車
輌
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
傷
害
は
、
当
該
車
輌
の
使
用
が

犯
罪
と
一
体
化
し
て
お
り
、
通
常
の
交
通
事
故
か
ら
生
じ
た
も
の
と
は
見
な
し
得
な
い
こ
と
か
ら
、
犯
罪
被
害
補
償
制
度
の
対
象
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

な
り
う
る
と
判
断
し
て
い
る
。
ま
た
、
七
六
年
度
に
は
、
警
察
の
検
問
を
突
破
し
、
逃
走
を
図
ろ
う
と
す
る
車
輌
と
衝
突
し
、
負
傷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

し
た
車
輌
の
運
転
手
に
も
支
給
裁
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
反
対
に
、
七
九
年
度
に
は
、
交
通
事
故
の
被
害
児
童
に
対
し
、
事
故
を
起

こ
し
た
盗
難
車
輌
が
、
事
故
当
時
、
犯
罪
と
の
関
連
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
拠
は
な
い
と
し
て
、
犯
罪
被
害
補
償
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
34
）

会
お
よ
び
不
服
申
立
委
員
会
共
に
不
支
給
と
し
た
例
が
あ
る
。

　
香
港
の
制
度
で
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、
ビ
ル
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
の
高
層
建
築
物
か
ら
の
「
落
下
物
」
に
よ
る
被
害
の
補
償
問
題
で
あ

る
。
古
く
は
、
願
書
提
出
の
た
め
学
校
の
外
側
で
並
ん
で
い
た
一
八
歳
の
生
徒
が
、
高
所
か
ら
「
投
げ
ら
れ
た
」
瓶
に
当
た
っ
て
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
35
）

亡
し
た
事
例
に
お
い
て
、
警
察
が
殺
人
と
し
て
立
件
し
た
た
め
、
遺
族
に
対
し
補
償
金
が
支
給
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
、

そ
も
そ
も
故
意
犯
の
事
案
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
八
一
年
度
に
は
、
フ
ラ
ワ
ー
ポ
ッ
ト
、
鉄
管
、
煉
瓦
な
ど
の
落
下
物
に
よ
り
死
傷
し

た
五
件
の
被
害
者
に
対
し
て
、
物
が
何
者
か
に
よ
っ
て
落
と
さ
れ
た
か
、
落
ち
る
こ
と
を
認
容
し
て
い
た
と
判
断
し
、
立
件
の
有
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
の
裁
定
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
八
二
年
度
に
も
、
ア
パ
ー
ト
か
ら
の
飛
び
降
り
自
殺
に
巻
き
込
ま
れ
て
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

害
を
受
け
た
女
性
に
支
給
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
る
例
か
も
し
れ
な
い
。
委
員
会
で
は
、
落
下

物
に
よ
る
被
害
の
扱
い
に
関
し
、
「
事
故
」
（
霧
。
己
①
旨
）
は
制
度
の
対
象
外
で
あ
る
が
、
状
況
か
ら
「
熟
慮
し
た
う
え
で
の
行
為
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

た
は
不
注
意
」
（
号
ま
R
象
①
8
8
同
。
餌
邑
8
撃
8
ω
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
れ
ば
受
給
資
格
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う

12



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瀞
）

「
不
注
意
」
の
概
念
が
明
確
で
は
な
い
が
、
犯
罪
被
害
補
償
の
裁
定
に
は
刑
事
手
続
の
よ
う
な
厳
格
な
認
定
が
必
要
で
は
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
過
失
と
の
境
界
事
例
に
も
補
償
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し

た
落
下
物
に
よ
る
被
害
補
償
に
つ
い
て
柔
軟
な
対
応
を
し
て
い
る
背
景
に
は
、
非
常
に
狭
い
地
域
に
高
層
ビ
ル
や
高
層
ア
パ
ー
ト
が

ひ
し
め
い
て
い
る
と
い
う
香
港
の
特
殊
事
情
が
あ
る
。

　
な
お
、
補
償
の
対
象
と
な
る
被
害
に
は
、
刑
事
未
成
年
や
心
神
喪
失
な
ど
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
な
い
行
為
に
よ
る
も
の
も
含
む
点
は

日
本
と
同
様
で
あ
る
（
規
則
第
五
段
落
）
。

犯罪被害者補償制度に関する研究（1）

⑥
　
被
害
の
程
度
－
受
給
要
件
③

　
犯
罪
被
害
補
償
の
対
象
と
な
る
被
害
の
程
度
は
、
原
則
と
し
て
、
三
日
以
上
の
所
得
ま
た
は
所
得
能
力
の
喪
失
に
至
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
制
度
発
足
当
初
は
、
七
日
以
上
の
所
得
ま
た
は
所
得
能
力
の
喪
失
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
要
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

を
満
た
さ
ず
不
支
給
と
な
る
被
害
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
九
八
一
年
三
月
四
日
よ
り
、
支
給
対
象
者
の
拡
大
が
図
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

れ
、
現
行
の
要
件
に
改
め
ら
れ
た
。
犯
罪
被
害
補
償
金
の
申
請
件
数
が
一
九
八
二
年
よ
り
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
要
件

緩
和
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
（
表
1
）
。

　
こ
の
要
件
に
つ
き
、
被
害
者
が
実
際
に
有
所
得
者
で
あ
る
こ
と
は
必
要
な
い
。
三
日
以
上
の
欠
勤
を
必
要
と
す
る
旨
の
指
定
医
の

診
断
書
が
あ
る
か
、
入
院
の
事
実
が
あ
れ
ば
、
三
日
以
上
の
所
得
ま
た
は
所
得
能
力
の
喪
失
と
み
な
さ
れ
る
。
な
お
、
死
亡
と
永
続

障
害
の
結
果
が
生
じ
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
全
て
、
三
日
以
上
の
所
得
能
力
の
喪
失
と
し
、
常
に
こ
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
さ
れ

て
い
る
（
規
則
第
六
段
落
㈲
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
香
港
の
犯
罪
被
害
補
償
制
度
は
、
軽
度
の
障
害
の
ほ
か
、
障
害
に
は
至
ら
な
い
軽
度
の
傷
害
ま
で
支
給
対
象
に
含

め
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
我
が
国
の
改
正
前
の
犯
給
制
度
は
勿
論
、
改
正
後
に
拡
大
さ
れ
た
障
害
給
付
金
や
重
傷
病
給
付
金
が

13
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表1　申請受理件数

年度
犯罪被害補償金 法執行被害

　　補償金
総数 殺人 強盗・窃盗 暴行・傷害 強姦等＊1 放火等＊2

1973 280 一 一 『 一 一 2
1974＊3 719 59（59．0） 313（17．9） 323（11。3） 0　一 3
1975＊4 853 61（71．7） 204（14．7） 581（17．5） 10（58．8） 0　一 3
1976 623 38（84．4） 165（17．8） 405（16．6） 5（7．6） 10（6．8） 一

1977 582 36（54．5） 199（27．1） 327（8。6） 14（34．1） 6（4．3） 一

1978 546 30（47．6） 157（28．4） 323（7．8） 20（50．0） 16（11．0）
一

1979 710 23（32．4） 284（27．8） 387（7。8） 7（14．3） 9（4．4） 1
1980 900 34（33．3） 292（29．7） 557（11．5） 4（5．9） 13（5．3） 1
1981 996 53（48．6） 317（33．9） 600（12．7） 12（20．7） 14（8．7） 1
1982 1，300 54（49．5） 454（36．8） 749（13．4） 24（40．7） 19（18．8）

一

1983 1，325 64（63．4） 375（27．4） 829（14．0） 26（38．2） 31（29．0） 3
1984 1，192 44（56。4） 322（22．9） 783（13．1） 13（28．3） 30（28．6） 3
1985 1，329 46（50．0） 366（23．9） 874（14．6） 9（11．8） 34（26．4）

尊

1986 1，ll7 34（42．5） 324（25．1） 700（11．6） 18（25．4） 41（29．5）
一

1987 1，206 34（40。5） 256（19．3） 869（14．2） 13（13．0） 34（22．4） 一

1988 1，138 38（53．5） 188（15．4） 870（13．7） 11（25．0） 31（22．5） 1
1989 1，025 41（34．2） 216（12．8） 739（9．2） 4（4．4） 25（29．8） 3
1990 1，094 42（28．6） 252（12．0） 764（10．9） 6（5．8） 30（30．6） 3
1991 930 45（49．5） 198（11．3） 670（9．5） 3（3．0〉 14（15．2） 2
1992 766 59（47．2） 157（9．6） 537（7．9） 4（4．6） 9（9．4） 3
1993 867 45（47．4〉 132（9．1） 656（9．6） 3（3．2） 31（26．6） 2
1994 979 33（36。7） 130（8．6） 799（10．9） 3（2．5） 14（20．6）

一

1995 760 32（39．5） 89（6．3） 622（7．9） 4（3．5） 13（13．7） 1
1996 800 46（48．4） 92（8．9） 624（8．3） 6（22．2） 32（23．4）

一

1997 663 33（35．9） 81（10．4） 517（6．9） 5（20．0） 27（24．8）
一

1998 760 38（66．7） 91（10．5） 558（7。4） 6（27．3） 67（52．3）
一

1999 756 37（48．7） 156（16．4） 535（6．8） 7（25。0） 21（15．1）
　

合計 21，216 一 一 一 一 一 32

資料：Crlminal　and　Law　Enforcement　Injuries　Compensation　Boards，Amual　Report　by　the　Chalrman

　　　1974～2000の各本文より筆者が作成。

注：＊1強姦等には、強姦のほか、強制わいせつ（性的暴行）を含む。

　　＊2放火等には、放火のほか、落下物及びその他を含む。

　　＊3原統計の不備により犯罪被害補償金の申請総数と被害別申請件数の合計が一致しない。

　　＊4犯罪被害補償金の被害別申請件数のなかに法執行被害補償金への申請件数も含まれている。

　　＊5括弧内の数値は、当該犯罪の認知件数における被害別申請件数の割合（％）。
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犯罪被害者補償制度に関する研究（1）

対
象
と
す
る
被
害
よ
り
も
更
に
軽
度
の
被
害
ま
で
補
償
の
対
象
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
香
港
の
場
合
、
死
亡
給
付

金
や
障
害
給
付
金
だ
け
で
な
く
、
傷
害
給
付
金
の
制
度
が
あ
り
、
給
付
額
に
も
か
な
り
の
幅
が
あ
る
た
め
、
傷
害
の
程
度
に
応
じ
て

柔
軟
に
対
応
で
き
る
と
い
う
事
情
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
因
み
に
、
一
九
九
九
年
四
月
一
日
以
降
に
生
じ
た
被
害
に
対
す
る
傷

害
給
付
金
の
最
低
額
は
五
五
六
香
港
ド
ル
（
約
八
、
三
〇
〇
円
）
で
あ
り
、
最
高
額
は
約
四
万
六
、
O
O
O
香
港
ド
ル
（
約
七
〇
万
円
）

と
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
三
日
以
上
の
所
得
ま
た
は
所
得
能
力
の
喪
失
と
い
う
要
件
に
も
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

犯
人
逮
捕
や
犯
罪
防
止
に
功
績
が
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
、
給
付
額
を
委
員
会
の
裁
量
で
増
額
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
増
額
の
要
件
を
満
た
し
、
補
償
金
を
支
給
す
べ
き
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
委
員
会
が
判
断
し
た
場
合
は
、
三
日
以
上
の
所
得
ま
た

は
所
得
能
力
の
喪
失
と
い
う
要
件
に
拠
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
例
外
規
定
も
、
制
度
施
行
当
初
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

施
行
直
後
の
七
三
年
度
中
か
ら
、
防
犯
に
功
績
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
七
日
以
上
の
所
得
ま
た
は
所
得
能
力
の
喪
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

と
い
う
要
件
は
満
た
さ
な
い
被
害
者
に
対
す
る
手
当
が
で
き
な
い
点
に
つ
い
て
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
暫
定
的
措
置
と
し
て
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

員
会
の
裁
量
で
例
外
的
に
見
舞
金
を
支
給
し
て
処
理
し
て
い
た
も
の
の
、
最
終
的
に
委
員
会
よ
り
政
府
に
勧
告
が
な
さ
れ
、
一
九
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

五
年
五
月
一
日
よ
り
現
行
の
例
外
措
置
が
導
入
さ
れ
た
。

ゆ
　
被
害
者
ま
た
は
遺
族
の
範
囲
－
受
給
要
件
⑧

　
被
害
者
本
人
が
犯
罪
被
害
補
償
金
の
支
給
対
象
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
勿
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
被
害
者
が
死
亡
し
た
場

合
、
補
償
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
遺
族
の
範
囲
や
順
位
に
つ
い
て
は
、
規
則
中
、
特
に
定
め
が
な
く
、
申
請
者
た
る
配

偶
者
や
被
扶
養
者
の
定
義
に
つ
い
て
は
緊
急
救
援
基
金
制
度
と
同
様
と
す
る
旨
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

緊
急
救
援
基
金
制
度
に
関
す
る
法
令
や
資
料
に
拠
っ
て
も
、
給
付
金
の
支
給
対
象
や
順
位
は
明
ら
か
で
な
く
、
従
っ
て
、
犯
罪
被
害
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（
4
7
）

補
償
金
の
支
給
対
象
た
る
遺
族
の
範
囲
や
順
位
に
つ
い
て
も
基
準
は
不
明
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
給
付
金
の
支
給
対
象
と
な
る
の
は
、
香
港
の
在
留
権
を
有
し
、
又
は
在
留
資
格
の
あ
る
者
で
、
被
害
者
に
在
留
期
間

が
設
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
事
件
の
時
点
で
そ
れ
に
違
反
し
て
い
な
い
者
に
限
ら
れ
る
。
香
港
特
別
行
政
区
民
に
は
限
定
さ
れ
ず
、
右

記
の
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
外
国
籍
の
者
も
支
給
対
象
と
な
る
。
こ
の
在
留
資
格
等
に
関
す
る
要
件
は
、
一
九
九
七
年
五
月
二
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

日
の
規
則
改
正
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
も
の
で
、
改
正
の
背
景
に
は
不
法
移
民
に
対
す
る
犯
罪
被
害
補
償
金
の
給
付
の
是
非
を
巡
る
事

　
　
（
4
9
）

件
が
あ
る
。

　
事
案
は
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
不
法
移
民
が
退
去
強
制
の
た
め
収
容
さ
れ
て
い
た
収
容
セ
ン
タ
ー
で
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
被
害
者
の
妻
が
犯
罪
被
害
補
償
の
申
請
を
行
っ
た
が
、
不
法
移
民
は
社
会
福
祉
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
政
府
の
通
達
等

に
沿
う
形
で
、
九
四
年
一
二
月
、
犯
罪
被
害
補
償
委
員
会
に
よ
り
不
支
給
の
裁
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
申
請
者
か
ら
不
服
申
立
が
提

起
さ
れ
た
が
、
九
五
年
二
月
、
不
服
申
立
委
員
会
も
申
立
を
棄
却
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
更
に
法
院
（
裁
判
所
）
に
対
し
司
法
審

査
の
請
求
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
九
六
年
五
月
、
法
院
は
、
申
立
人
の
主
張
を
認
め
て
、
不
服
申
立
委
員
会
の
裁
決
を
取
消
し
、
事

件
を
不
服
申
立
委
員
会
に
差
し
戻
し
た
。
委
員
会
は
、
総
督
（
O
o
話
旨
9
ー
ー
当
時
は
イ
ギ
リ
ス
統
治
下
）
の
制
定
し
た
規
則
や
基
準

お
よ
び
裁
判
所
の
監
督
的
裁
判
権
に
従
う
ほ
か
は
、
支
給
対
象
者
を
決
定
す
る
絶
対
的
な
権
限
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
政
府
の

通
達
等
は
総
督
が
制
定
す
る
犯
罪
被
害
補
償
制
度
の
規
則
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
委
員
会
に
対
し
て
何
ら
の
拘
束
力
も
及
ぼ
す
も
の

で
は
な
い
こ
と
が
そ
の
根
拠
と
さ
れ
た
。
即
ち
、
政
府
が
不
法
移
民
へ
の
福
祉
不
適
用
の
政
策
を
と
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が

直
ち
に
犯
罪
被
害
補
償
制
度
の
規
則
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
不
服
申
立
委
員
会
は
当
該
政
策
に
と
ら
わ
れ
ず
に
補
償
の
裁
定
を
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
件
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
不
服
申
立
委
員
会
が
申
請
者

（
被
害
者
遺
族
）
と
そ
の
弁
護
人
、
検
察
官
を
召
喚
し
た
上
で
再
審
理
を
行
い
、
支
給
の
裁
決
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
後
、
委
員
会
は
不
法
移
民
は
福
祉
の
対
象
と
し
な
い
と
い
う
政
府
の
政
策
を
正
式
に
犯
罪
被
害
補
償
制
度
の
規
則
と
し
て
採
用

16



犯罪被害者補償制度に関する研究（1）

　　　　　　　　　表2　犯罪被害補償金支給基準

給付金の種類 1999年4月1日以降

葬祭給付金 ＄11，570

死亡給付金

被害者が唯一の有所得者で被扶養者のいる場合 ＄101，700一＄144，075

被害者に被扶養者がいるが、世帯に他の有所得者のいる場合 ＄50，850一＄93，225

被害者が無所得者であるが15歳未満の子のいる場合 ＄50，850一＄93，225

障害給付金 ＄122一＄122，040

傷害給付金 ＄556一＄46，060

一時扶養給付金 ＄283一＄50，850

資料：Crimmal　and　Law　Enforcement　Injuries　Compensatlon　Scheme．The　Admmlstrative

　　　　Document，Appendix　A．

す
べ
き
で
あ
る
と
の
勧
告
を
行
い
、

件
の
⑧
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
盛
り
込
ま
れ
た
の
が
受
給
要

4
　
給
付
金
の
種
類
・
給
付
額

　
犯
罪
被
害
補
償
金
に
は
、
葬
祭
給
付
金
（
ω
自
芭
O
轟
艮
）
、
死
亡
給
付
金

（
U
8
9
0
声
巳
、
障
害
給
付
金
（
9
ω
ぎ
…
身
O
轟
巳
、
傷
害
給
付
金

（
一
三
⊆
昌
O
轟
筥
）
、
一
時
扶
養
給
付
金
（
目
§
ぎ
言
巴
旨
窪
き
8
0
『
雪
6
）
の

五
種
類
が
あ
る
。
こ
れ
ら
補
償
金
の
額
は
、
緊
急
救
援
基
金
に
よ
る
災
害
被
害

者
へ
の
補
償
金
に
準
拠
し
て
お
り
、
同
基
金
に
連
動
し
て
引
き
上
げ
が
実
施
さ

れ
る
。
報
告
書
か
ら
確
認
で
き
る
だ
け
で
も
、
一
九
七
三
年
以
来
、
二
〇
数
回

も
改
定
が
行
わ
れ
て
お
り
、
し
か
も
一
回
の
改
定
で
二
〇
％
も
の
引
き
上
げ
が

行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
一
九
九
九
年
四
月
一
日
に
改
定
さ
れ
た
各
給
付
金
の

給
付
額
を
表
2
に
示
す
。

　
葬
祭
給
付
金
は
定
額
で
あ
る
。
死
亡
給
付
金
は
、
死
亡
し
た
被
害
者
の
所
得

の
有
無
、
世
帯
に
お
け
る
他
の
有
所
得
者
の
有
無
、
扶
養
家
族
の
有
無
と
人
数
、

特
に
一
五
歳
未
満
の
子
の
有
無
に
よ
っ
て
給
付
額
が
決
め
ら
れ
る
。
障
害
給
付

金
は
、
障
害
の
程
度
に
応
じ
る
。
身
体
の
物
理
的
被
害
の
み
な
ら
ず
、
ト
ラ
ウ

マ
や
P
T
S
D
な
ど
精
神
的
被
害
に
つ
い
て
も
評
価
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

述
し
た
通
り
で
あ
る
。
傷
害
給
付
金
は
、
負
傷
の
程
度
に
応
じ
て
算
定
さ
れ
る
。

17
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負
傷
の
後
、
障
害
給
付
金
の
要
件
が
充
足
す
る
か
、
被
害
者
が
死
亡
し
た
段
階
で
、
傷
害
給
付
金
の
支
給
は
停
止
さ
れ
る
。
一
時
扶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
51
）

養
給
付
金
は
、
有
所
得
者
が
就
労
不
能
と
な
る
か
、
無
所
得
者
で
も
、
一
五
歳
未
満
の
子
が
い
る
場
合
に
、
六
カ
月
分
を
限
度
と
し

て
支
給
さ
れ
る
。

　
一
人
の
申
請
者
に
対
し
、
複
数
の
種
類
の
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
犯
罪
被
害
に
よ
り
負
傷
し
、
障
害
が

残
っ
た
場
合
、
傷
害
給
付
金
三
万
香
港
ド
ル
、
障
害
給
付
金
五
万
香
港
ド
ル
、
一
時
扶
養
給
付
金
三
万
香
港
ド
ル
、
合
計
で
一
一
万

香
港
ド
ル
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
ま
た
死
亡
事
件
の
場
合
は
、
葬
祭
給
付
金
一
万
一
、
五
七
〇
香
港
ド
ル
（
定
額
）
、
死
亡
給
付
金
一

〇
万
香
港
ド
ル
、
一
時
扶
養
給
付
金
四
万
香
港
ド
ル
、
合
計
一
五
万
一
、
五
七
〇
香
港
ド
ル
な
ど
と
な
る
。

　
死
亡
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の
所
得
の
有
無
、
世
帯
に
お
け
る
他
の
有
所
得
者
の
有
無
、
扶
養
家
族
の
有
無
と
人
数
な
ど

に
よ
り
給
付
額
に
三
段
階
の
基
準
を
設
け
て
い
る
。
死
亡
給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
の
は
、
原
則
と
し
て
被
害
者
が
被
扶
養
者
の
い
る

有
所
得
者
で
あ
る
場
合
で
あ
り
、
被
害
者
に
所
得
が
な
い
場
合
で
支
給
さ
れ
る
の
は
、
】
五
歳
未
満
の
子
が
い
る
と
き
に
限
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
所
得
の
な
い
子
や
高
齢
の
家
族
が
犯
罪
被
害
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
死
亡
給
付
金
は
支
給
さ
れ
ず
、
葬
祭
給
付
金

が
支
給
さ
れ
る
に
止
ま
る
。
か
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
た
め
に
特
別
な
給
付
金
を
創
設
す
べ
き
と
の
提
言
が
犯
罪
被
害
補
償
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

員
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
が
、
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。

18

5
　
給
付
金
の
増
額
・
減
額
・
不
支
給

①
　
増
額
事
由

　
一
定
の
事
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
委
員
会
は
、
裁
量
に
よ
り
、
給
付
額
を
増
額
ま
た
は
減
額
し
、
若
し
く
は
不
支
給
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
、
委
員
会
は
、
補
償
金
を
増
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
、
以
下
の
事
由
を
定
め
て
い
る
（
規
則
第
一
四
段
落
）
。



㈲
　
本
件
申
請
に
係
る
事
件
に
お
い
て
、

　
ω
　
被
害
者
が
、
犯
人
若
し
く
は
被
疑
者
を
逮
捕
し
、
又
は
逮
捕
し
よ
う
と
す
る
際
に
被
害
を
受
け
た
と
き
。

　
㈲
　
犯
罪
の
実
行
を
防
止
し
、
又
は
防
止
し
よ
う
と
す
る
際
に
被
害
を
受
け
た
と
き
。

　
㈹
　
犯
人
若
し
く
は
被
疑
者
を
逮
捕
し
、
若
し
く
は
逮
捕
し
よ
う
と
し
、
又
は
犯
罪
を
防
止
し
、
若
し
く
は
防
止
し
よ
う
す

　
　
る
警
察
職
員
又
は
他
の
第
三
者
に
対
し
協
力
す
る
な
か
で
被
害
を
受
け
た
と
き
。

㈲
　
本
件
申
請
に
係
る
事
件
に
続
い
て
、
当
惑
・
不
便
・
危
険
に
直
面
し
な
が
ら
も
、
被
害
者
が
、
犯
人
又
は
被
疑
者
の
逮
捕

　
又
は
訴
追
に
お
い
て
警
察
に
協
力
す
る
模
範
的
な
努
力
を
示
し
た
と
き
。

＠
　
本
件
申
請
に
係
る
警
察
と
犯
人
と
の
銃
撃
に
お
い
て
、
警
察
官
以
外
の
者
（
犯
人
又
は
不
明
の
第
三
者
）
に
よ
っ
て
発
射

　
さ
れ
た
銃
弾
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
場
合
で
、
同
情
に
値
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
。

㈹
　
強
姦
被
害
者
の
場
合

犯罪被害者補償制度に関する研究（1）

　
㈲
は
、
被
害
者
が
、
本
件
申
請
に
係
る
被
害
事
件
と
は
異
な
る
機
会
に
、
警
察
に
対
し
模
範
的
な
協
力
を
し
た
と
し
て
も
、
㈱
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
54
）

定
め
る
と
こ
ろ
の
増
額
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
九
九
一
年
四
月
一
日
の
制
度
改
正
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　
ま
た
、
一
九
九
四
年
一
一
月
に
は
、
新
た
に
＠
の
規
定
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
警
察
官
が
職
務
執
行
中
に
使
用
し
た
拳

銃
の
弾
が
誤
っ
て
被
害
者
に
当
た
り
、
負
傷
し
た
り
死
亡
し
た
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
法
執
行
被
害
補
償
制
度
の
適
用
が
認
め
ら

れ
、
損
害
賠
償
の
算
定
基
準
に
よ
り
比
較
的
高
額
の
給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
の
に
、
た
ま
た
ま
被
害
者
の
当
た
っ
た
弾
が
警
察
官
以

外
の
者
（
犯
人
又
は
そ
の
他
の
第
三
者
）
が
発
射
し
た
弾
で
あ
っ
た
と
い
う
場
合
、
通
常
の
犯
罪
被
害
と
同
様
に
処
理
す
る
の
で
は
、

被
害
者
に
酷
で
あ
る
の
で
、
法
執
行
の
過
程
で
受
け
た
と
い
う
点
を
考
慮
し
、
裁
量
的
に
増
額
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し

た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
㈱
か
ら
＠
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
一
〇
〇
％
を
限
度
と
し
て
補
償
金
の
「
合
計
」
を
増
額
し
、
さ
ら
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に
、
㈲
と
＠
の
要
件
を
同
時
に
満
た
す
場
合
は
、
二
〇
〇
％
を
限
度
と
す
る
増
額
が
認
め
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
注
目
す
べ
き
は
、
強
姦
の
被
害
者
に
対
す
る
増
額
規
定
で
あ
る
。
香
港
で
は
、
強
姦
や
他
の
性
犯
罪
に
よ
る
被
害
を
も

補
償
の
対
象
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
強
姦
の
被
害
者
に
つ
い
て
は
特
別
の
増
額
を
認
め
て
い
る
。
香
港
の
犯
罪
被
害
補
償
制
度
は
、

制
度
発
足
以
来
、
性
犯
罪
被
害
者
も
支
給
の
対
象
と
し
、
給
付
額
の
算
定
に
あ
た
っ
て
そ
の
精
神
的
被
害
を
も
考
慮
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
き
た
が
、
先
の
㈲
の
事
由
と
同
様
、
九
一
年
の
改
正
で
、
強
姦
被
害
者
に
対
し
一
〇
〇
％
の
増
額
が
委
員
会
の
裁
量
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
（
5
6
）

可
能
と
な
っ
た
。
制
度
改
革
の
提
案
に
あ
た
り
、
以
下
の
よ
う
な
趣
旨
説
明
が
委
員
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

　
被
害
者
が
被
っ
た
永
続
的
な
被
害
の
程
度
は
、
医
師
に
よ
り
、
身
体
と
精
神
の
両
面
か
ら
評
価
と
認
定
が
行
わ
れ
て
お
り
、
給
付
金
の
額
は

　
こ
の
評
価
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
。
一
定
の
事
案
、
例
え
ば
、
強
姦
の
被
害
者
の
場
合
、
受
け
た
被
害
は
、
精
神
的
な
も
の
や
、
社
会
的
な

　
も
の
に
ま
で
及
ぶ
。
し
か
し
、
委
員
会
の
経
験
に
よ
れ
ば
、
強
姦
被
害
者
の
受
け
た
被
害
に
対
し
「
永
続
的
な
精
神
的
障
害
」
と
し
て
の
適

　
切
な
補
償
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
精
神
的
な
障
害
が
な
か
っ
た
り
、
極
め
て
軽
い
場
合
で
も
、
強
姦
の
被
害
者
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
し
て
は
給
付
金
を
増
額
す
る
こ
と
の
で
き
る
裁
量
権
を
委
員
会
に
付
与
す
べ
き
で
あ
る

　
即
ち
、
強
姦
被
害
者
の
受
け
た
精
神
的
な
被
害
は
、
生
涯
に
渡
っ
て
続
く
永
続
的
な
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

必
ず
し
も
適
切
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
、
適
切
な
評
価
が
難
し
い
た
め
、
強
姦
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
の
裁
量
で
増
額
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
増
額
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
適
用
す
る
こ
と
は
意

味
が
な
い
の
で
、
傷
害
給
付
金
、
障
害
給
付
金
、
一
時
扶
養
給
付
金
に
つ
い
て
の
み
一
〇
〇
％
を
限
度
と
し
て
増
額
が
認
め
ら
れ
る
。

20

⑭
　
減
額
・
不
支
給
事
由

　
｝
方
、
被
害
者
の
行
動
、
性
質
、
生
活
様
式
に
関
し
、
給
付
金
を
全
額
支
給
し
、
又
は
支
給
す
る
こ
と
自
体
が
適
切
で
な
い
場
合
、

委
員
会
は
給
付
額
を
減
額
し
、
又
は
支
給
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
（
規
則
第
二
一
段
落
）
。
「
被
害
者
の
行
動
」
と
は
、
日
本
と
同
様
、



被
害
者
の
言
動
が
犯
罪
行
為
を
誘
発
し
た
り
、
犯
罪
被
害
に
つ
き
、
被
害
者
に
も
責
め
に
帰
す
べ
き
行
為
が
あ
っ
た
と
き
を
い
う
。

「
被
害
者
の
性
質
、
生
活
様
式
」
と
は
、
例
え
ば
、
被
害
者
が
被
害
発
生
時
か
、
そ
れ
以
前
に
違
法
な
活
動
に
従
事
し
て
い
た
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
58
）

や
前
科
前
歴
が
あ
る
場
合
な
ど
を
い
う
。
実
際
、
申
請
者
の
な
か
に
は
、
被
害
者
が
三
合
会
な
ど
の
犯
罪
組
織
に
関
与
し
て
い
る
か
、

組
織
構
成
員
と
交
友
が
あ
る
な
ど
の
例
が
あ
る
。
但
し
、
過
去
に
犯
罪
組
織
と
関
係
が
あ
っ
た
り
、
現
在
、
組
織
構
成
員
と
面
識
が

あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
減
額
・
不
支
給
に
繋
が
る
訳
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
事
実
が
申
請
に
係
る
被
害
の
発
生
と
関
係
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
科
前
歴
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
実
務
で
も
、
三
合
会
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
九
〇
％
の
減

額
支
給
と
な
っ
た
事
案
で
、
不
服
申
立
委
員
会
が
、
構
成
員
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
近
年
は
、
活
動
に
参
加
し
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
60
）

か
っ
た
と
し
て
全
額
支
給
の
裁
決
を
行
っ
た
例
や
、
前
歴
や
三
合
会
と
の
関
係
を
理
由
と
す
る
不
支
給
裁
定
に
対
し
、
不
服
申
立
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
61
）

員
会
が
、
前
科
は
、
本
件
被
害
の
原
因
と
は
全
く
関
係
が
な
い
と
し
て
減
額
支
給
を
認
め
た
例
が
あ
る
。

犯罪被害者補償制度に関する研究（1）

㈹
　
親
族
間
事
件
の
取
り
扱
い

　
親
族
間
事
件
の
被
害
者
は
、
当
初
、
一
律
不
支
給
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
年
少
の
幼
稚
園
児
を
含
め
、
多
く
の
被
害
者
を
出

し
た
一
九
八
二
年
の
¢
コ
O
『
壁
国
ω
寅
房
事
件
に
お
い
て
、
精
神
障
害
の
息
子
に
妻
と
娘
を
殺
害
さ
れ
た
男
性
か
ら
の
申
請
が
不
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
62
）

給
と
な
っ
た
の
を
契
機
と
し
て
、
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
一
九
八
二
年
二
一
月
一
日
よ
り
、
親
族
間
事
件
に
つ
い
て
は
不
支
給

の
原
則
を
維
持
し
つ
つ
も
、
例
外
的
に
補
償
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
は
、
犯
人
と
被
害
者
が
、
被
害

当
時
、
同
じ
家
族
構
成
員
と
し
て
同
居
し
て
い
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
不
支
給
と
す
る
も
の
の
、
＠
犯
人
が
当
該
犯
罪
に
関
し
て

訴
追
さ
れ
、
⑤
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
が
、
未
成
年
者
な
ど
受
給
者
の
利
益
と
な
る
と
委
員
会
が
思
料
す
る
と
き
に
限
っ
て
給
付

金
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
犯
人
が
不
起
訴
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
実
務
的
・
技
術
的
な

理
由
等
が
あ
る
と
委
員
会
が
思
料
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
考
慮
し
な
い
（
で
支
給
す
る
）
こ
と
が
で
き
る
（
規
則
第
七
段
落
）
。
夫
婦
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に
、

事
実
上
の
婚
姻
関
係
に
あ
る
者
を
含
む
こ
と
は
日
本
と
同
様
で
あ
る
。

6
　
他
の
給
付
又
は
損
害
賠
償
と
の
関
係

　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

　
労
働
者
災
害
補
償
ほ
か
他
の
給
付
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
重
補
償
禁
止
の
原
則
（
8
己
2
亘
。
8
ヨ
冨
霧
蝕
o
旨
震
営
。
旦
①
）

が
採
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
犯
罪
被
害
補
償
金
の
支
給
前
に
他
の
給
付
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
減
額
や
不
支
給
な
ど
の
調
整
が
行

わ
れ
、
犯
罪
被
害
補
償
金
が
支
給
さ
れ
た
の
ち
、
他
の
給
付
を
受
け
た
場
合
は
、
金
額
の
少
な
い
方
の
額
に
相
当
す
る
犯
罪
被
害
補

償
金
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
規
則
第
三
二
段
落
）
。
こ
れ
は
、
制
度
発
足
直
後
の
一
九
七
四
年
よ
り
長
ら
く
用
い
ら
れ
て
き

　
　
　
　
　
（
6
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

た
五
〇
％
ル
ー
ル
に
替
わ
り
、
一
九
九
七
年
五
月
二
四
日
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
犯
罪
被
害
補
償
金
と
し

て
一
万
ド
ル
の
受
給
資
格
の
あ
る
被
害
者
が
、
事
前
に
六
千
ド
ル
の
労
災
補
償
金
給
付
を
取
得
し
た
場
合
は
、
差
額
分
の
四
千
ド
ル

の
み
支
給
さ
れ
、
一
万
ド
ル
の
犯
罪
被
害
補
償
金
を
支
給
さ
れ
た
後
で
六
千
ド
ル
の
労
災
補
償
金
の
支
給
を
受
け
た
場
合
は
、
六
千

ド
ル
分
の
犯
罪
被
害
補
償
金
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
〇
％
ル
ー
ル
と
比
べ
、
事
務
局
の
作
業
負
担
が
軽
減
さ
れ
、
迅
速

な
処
理
が
可
能
と
な
っ
た
が
、
二
重
支
給
に
よ
り
申
請
者
が
犯
罪
被
害
補
償
金
評
価
額
以
上
の
支
給
を
う
け
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な

く
な
っ
た
。
但
し
、
犯
人
逮
捕
な
ど
を
理
由
と
し
て
増
額
支
給
を
受
け
て
い
る
場
合
、
当
該
増
額
分
に
つ
い
て
は
返
還
の
対
象
外
と

さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

　
ま
た
、
民
事
手
続
に
せ
よ
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
損
害
賠
償
命
令
に
せ
よ
、
被
害
者
が
犯
罪
被
害
補
償
金
の
支
給
以
前
に
損
害
賠

償
を
得
て
い
る
場
合
、
そ
の
価
額
分
だ
け
減
額
し
て
補
償
金
を
支
給
す
る
。
犯
罪
被
害
補
償
金
の
支
給
以
後
に
損
害
賠
償
を
取
得
し

た
場
合
は
、
労
災
補
償
同
様
、
補
償
金
を
返
還
す
る
必
要
が
あ
る
。
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7
　
裁
定
機
関



犯罪被害者補償制度に関する研究（1）

　
裁
定
機
関
は
、
犯
罪
被
害
補
償
に
つ
い
て
は
犯
罪
被
害
補
償
委
員
会
が
、
法
執
行
被
害
に
つ
い
て
は
法
執
行
被
害
補
償
委
員
会
が

裁
定
を
行
う
。
も
っ
と
も
、
両
委
員
会
は
同
じ
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
委
員
は
、
行
政
長
官
（
9
①
〇
三
R
穿
①
9
身
Φ
）

が
民
間
か
ら
任
命
す
る
。
公
務
員
が
委
員
に
含
ま
れ
て
い
な
い
点
が
、
同
じ
ア
ジ
ア
の
被
害
者
補
償
制
度
で
も
検
察
官
が
主
体
の
韓

国
や
台
湾
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
任
期
は
二
年
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
三
月
三
一
日
現
在
、
委
員
長
一
名
、
委
員
は
二
八
名
と

　
　
　
（
6
7
）

な
っ
て
い
る
。
委
員
長
を
含
め
、
委
員
の
う
ち
、
バ
リ
ス
タ
ー
が
六
名
、
高
等
裁
判
所
の
ソ
リ
シ
タ
ー
が
九
名
で
、
こ
の
他
、
大
学
、

経
済
界
、
産
業
界
、
社
会
福
祉
、
教
育
、
医
療
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
委
員
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
香
港
の
犯
罪
被
害
補
償
制
度
が
、
損
害

賠
償
型
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
損
害
賠
償
型
の
場
合
、
補
償
額
の
認
定
に
法
律
の
知
識
が
要
求
さ
れ
る
た
め
法
曹
が
委
員
と
な
る
例

が
あ
る
）
、
委
員
の
半
数
以
上
が
法
曹
と
な
っ
て
い
る
は
、
法
律
上
の
問
題
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
で
あ
る
。
前
任
者
の
黄
福
金
氏

（
≦
o
畠
閃
8
イ
ビ
ヨ
）
に
引
き
続
き
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
か
ら
委
員
長
に
任
命
さ
れ
た
欧
文
豪
氏
（
三
一
3
器
一
〇
N
＆
o
）
も
バ
リ
ス

タ
ー
で
あ
る
。
裁
定
は
、
予
め
決
め
ら
れ
た
名
簿
に
従
い
、
二
人
の
合
議
体
で
行
う
。
二
人
の
う
ち
必
ず
一
人
は
法
曹
に
な
る
よ
う

に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

　
犯
罪
及
び
法
執
行
被
害
補
償
に
つ
い
て
は
社
会
福
祉
部
（
ω
o
。
芭
≦
。
5
お
0
8
費
琶
窪
叶
）
の
所
管
で
あ
り
、
事
務
局
も
社
会
福

祉
部
内
に
置
か
れ
て
い
る
。

8
　
申
請
手
続

　
被
害
者
ま
た
は
そ
の
遺
族
は
、
社
会
福
祉
部
の
事
務
局
を
通
じ
て
申
請
を
行
う
。
し
か
し
、
被
害
者
等
か
ら
直
接
事
務
局
へ
申
請

を
行
う
ケ
ー
ス
は
一
割
程
度
し
か
な
く
、
大
半
は
警
察
か
ら
の
紹
介
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
事
務
局
の
方
か
ら
、
積
極
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

被
害
者
や
遺
族
に
連
絡
を
と
り
、
申
請
を
促
す
こ
と
も
あ
る
。
九
七
年
度
ま
で
は
申
請
の
約
八
割
が
警
察
か
ら
の
紹
介
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
が
、
九
八
年
度
以
降
、
警
察
か
ら
の
紹
介
件
数
が
減
少
し
、
事
務
局
が
主
体
的
に
被
害
者
な
ど
を
認
知
し
て
、
申
請
を
行
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表3　申請端緒別申請件数

年度 警察 直接申請 事務局＊ その他 言十

1994 805（82．2） 142（14．5） 31（3．2） 1（0．1） 979（100）

1995 631（82．9） 95（12．5） 33（4．3） 2（0．3） 761（100）

1996 634（79．3） 68（8．5） 86（10．8） 12（1．5） 800（100）

1997 535（80．7） 72（10．9） 54（8．1） 2（0．3） 663（100）

1998 498（65．5） 90（11．8） 166（21．8） 6（0．8） 760（100）

1999 468（61．9） 85（11．2） 198（26．2） 5（0．7） 756（100）

資料：Criminal　and　Law　Enforcement　InJuries　Compensatlon
　　　　Boards，Annual　Report　by　the　Chairman1998～2000．

注＊「事務局」とは、犯罪及ひ法執行被害補償委員会事務局が自ら被害者

　　　を探し、申請に至った場合を言う。

っ
て
貰
う
ケ
ー
ス
が
急
増
し
て
い
る
（
表
3
）
。

　
新
規
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
被
害
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
申
請
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
規
則
第
六
段
落
㈹
）
。
こ
の
申
請
期
間
は
、
過
去
の
被
害
の
調
査

に
は
困
難
が
伴
う
こ
と
、
ま
た
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
を

　
　
（
6
9
）

も
考
慮
し
、
一
九
八
一
年
三
月
四
日
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
務

で
は
、
申
請
し
た
も
の
の
、
後
に
な
っ
て
申
請
を
取
り
下
げ
た
り
、
申
請
者
と
連
絡

が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
、
手
続
が
打
ち
切
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
、

改
め
て
申
請
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
一
九
九
一
年
七
月
一
日
に
再
申
請
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

期
間
に
つ
い
て
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
新
規
の
申
請
が
被
害
発

生
日
か
ら
三
年
以
内
に
な
さ
れ
た
が
、
取
下
げ
ま
た
は
連
絡
不
能
に
よ
り
手
続
が
打

ち
切
ら
れ
た
場
合
の
再
申
請
に
つ
い
て
は
、
被
害
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
年
以
内
で

あ
る
か
、
取
下
げ
ま
た
は
連
絡
不
能
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
申
請
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
規
則
第
六
段
落
ω
）
。
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9
　
裁
定
手
続

　
裁
定
は
、
事
前
に
承
認
さ
れ
た
名
簿
に
従
い
、
二
人
の
委
員
が
合
議
体
で
行
う
。
法
律
的
な
助
言
が
必
要
と
な
る
た
め
、
委
員
の

組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、
二
人
の
う
ち
の
一
人
は
必
ず
法
曹
と
な
る
よ
う
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
近
年
の
実
務
で
は
、
こ
の
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
71
）

議
体
に
よ
る
審
査
が
二
週
間
毎
に
計
二
四
回
実
施
さ
れ
て
い
る
。
二
人
の
合
議
体
で
裁
定
に
至
ら
な
い
場
合
は
、
委
員
長
が
指
名
す

る
他
の
三
人
の
委
員
か
ら
成
る
合
議
体
の
裁
定
に
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
三
人
に
よ
る
合
議
体
に
よ
っ
て
裁
定
が
行
わ
れ



犯罪被害者補償制度に関する研究（1）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

る
の
は
稀
で
あ
り
、
九
九
年
度
ま
で
の
過
去
五
年
間
で
は
一
度
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　
申
請
者
は
、
合
議
体
の
許
可
を
得
て
、
審
問
に
出
席
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
（
規
則
第
二
七
段
落
）
。
犯
罪
被
害
補
償

の
裁
定
に
つ
い
て
は
、
審
問
を
開
か
ず
に
行
う
の
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
た
め
（
規
則
第
二
九
段
落
）
、
意
見
陳
述
の
機
会
が
保
障
さ

れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
も
の
の
、
被
害
の
事
実
関
係
、
加
害
者
と
の
関
係
や
被
害
者
の
帰
責
性
な
ど
増
額
・
減
額
・
不
支
給
に
関
す

る
事
由
、
障
害
の
程
度
な
ど
裁
定
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
申
請
者
が
委
員
に
直
接
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
被
害
者
の
手
続
関
与

と
い
う
点
で
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
申
請
者
が
委
員
会
に
出
頭
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
前
述
し
た
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
不
法
移
民
に
よ
る
申
請
事
件
と
の
関
係
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
一
九
九
七
年
五
月
よ
り
、
外
国
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

に
よ
る
申
請
の
際
の
通
訳
に
関
す
る
事
項
等
が
新
た
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
申
請
者
が
委
員
会
の
公
用
語
で
あ
る
英
語
か
中

国
語
を
理
解
で
き
な
い
場
合
は
、
申
請
者
自
身
が
通
訳
人
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
が
で
き
な

い
場
合
は
、
実
務
上
可
能
な
範
囲
で
社
会
福
祉
部
が
支
援
を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
規
則
第
二
七
段
落
）
。
一
方
、
不
法
移
民
に

対
す
る
収
容
措
置
な
ど
、
申
請
者
が
合
法
的
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
場
合
で
、
審
問
に
出
席
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
矯
正

部
（
9
畦
①
＆
2
巴
ω
R
≦
8
ω
0
8
巽
雪
①
旨
）
な
ど
の
主
務
官
庁
が
申
請
者
の
釈
放
な
い
し
出
席
の
た
め
の
調
整
に
つ
い
て
決
定
を

行
う
こ
と
に
な
る
が
、
社
会
福
祉
部
か
ら
の
要
請
に
対
し
、
主
務
官
庁
は
、
原
則
と
し
て
、
積
極
的
に
協
力
・
対
応
す
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
（
規
則
第
二
九
段
落
）
。

　
委
員
会
の
合
議
体
は
、
支
給
・
不
支
給
の
裁
定
を
行
い
、
支
給
の
裁
定
を
行
う
と
き
は
、
給
付
金
の
種
類
や
支
給
額
の
裁
定
も
併

せ
て
行
う
。
不
支
給
の
裁
定
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
申
請
者
に
対
し
書
面
で
通
知
す
る
（
規
則
第
三
〇
段
落
）
。
被
害
者
の
行

動
等
を
理
由
と
し
て
不
支
給
と
す
る
場
合
は
そ
の
限
り
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
が
追
加
さ
れ
た
一
九
七
七
年
度
の
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

告
書
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
不
支
給
理
由
を
通
知
し
な
い
旨
で
は
な
く
、
口
頭
で
通
知
す
る
趣
旨
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
手
続
に
要
す
る
期
間
で
あ
る
が
、
申
請
の
受
理
か
ら
支
給
（
裁
定
）
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
の
統
計
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
例
え
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ば
、
九
九
年
度
で
は
、
処
理
件
数
四
九
一
件
の
う
ち
、
約
四
割
に
あ
た
る
一
九
〇
件
が
ニ
カ
月
以
内
に
裁
定
が
降
り
て
お
り
、
三
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

月
以
内
で
は
七
四
％
に
達
す
る
。
反
対
に
六
カ
月
以
上
掛
か
っ
た
案
件
は
処
理
件
敷
の
約
一
％
で
あ
る
。
以
上
か
ら
も
、
補
償
金
の

裁
定
に
つ
い
て
は
迅
速
な
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
一
方
、
厳
密
に
は
異
な
る
も
の
の
、
い
わ
ゆ
る
仮
給
付
に
似
た
扱
い
と
し
て
、
複
数
回
に
分
け
て
支
給
を
行
う
制
度
が
あ
る
（
規

則
第
一
〇
段
落
）
。
障
害
の
程
度
な
ど
受
給
資
格
の
認
定
に
は
時
間
を
要
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
た
め
、
被
害
者
に
対
す
る
迅
速
な

支
援
の
要
請
か
ら
、
給
付
金
の
う
ち
要
件
を
満
た
し
た
も
の
が
あ
れ
ば
、
ま
ず
そ
の
給
付
金
を
先
に
支
給
し
、
そ
の
他
の
給
付
金
に

つ
い
て
は
、
受
給
資
格
が
確
定
し
た
時
点
で
再
審
理
（
同
a
象
）
を
行
い
、
追
加
支
給
な
ど
の
調
整
支
給
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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10

　
不
服
申
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

　
不
服
申
立
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
及
び
法
執
行
被
害
補
償
委
員
会
の
不
服
申
立
規
則
（
＞
薯
8
一
菊
三
①
ω
）
に
定
め
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
補
償
に
関
す
る
委
員
会
の
裁
定
に
不
服
の
あ
る
者
は
、
不
服
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
不
規
第
二
段
落
）
。
不

服
申
立
は
、
裁
定
通
知
日
か
ら
一
カ
月
以
内
ま
た
は
不
服
申
立
委
員
会
が
認
め
た
特
別
の
期
間
内
に
、
㈱
支
給
額
、
㈲
給
付
金
の
範

囲
ま
た
は
種
類
、
＠
給
付
金
の
支
給
方
法
、
㈹
給
付
金
手
続
に
つ
い
て
の
特
別
調
整
、
㈹
不
支
給
の
う
ち
、
不
服
申
立
理
由
を
示
し

て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
不
規
第
三
・
五
段
落
）
。

　
不
服
申
立
委
員
会
は
、
原
裁
定
に
関
与
し
な
か
っ
た
委
員
の
な
か
か
ら
犯
罪
被
害
補
償
委
員
長
が
指
名
し
た
三
人
の
委
員
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
（
不
規
第
六
・
七
段
落
）
。
補
償
裁
定
の
と
き
と
は
異
な
り
、
不
服
申
立
手
続
に
お
い
て
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限

り
、
申
立
人
は
、
原
則
と
し
て
審
問
に
出
席
し
、
不
服
申
立
委
員
会
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
申
立

人
は
、
委
員
会
の
許
可
を
得
て
、
親
戚
や
友
人
の
付
添
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
例
外
的
に
、
私
費
で
弁
護
人
を
依
頼
す
る
こ
と

も
認
め
ら
れ
る
（
不
規
第
九
段
落
）
。
他
方
、
一
九
九
七
年
よ
り
、
委
員
会
は
、
適
切
と
判
断
し
た
場
合
、
検
察
官
や
政
府
職
員
の
審
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（
77
）

問
へ
の
出
席
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
審
問
の
通
知
は
、
審
問
日
の
七
日
前
ま
で
に
申
立
人
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
不
規
第
一
二
段
落
）
。
委
員
会
は
、
原
裁
定
を

行
っ
た
犯
罪
被
害
補
償
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
資
料
の
ほ
か
、
証
拠
の
提
出
を
受
け
、
適
切
と
思
わ
れ
る
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
（
不
規
第
一
三
段
落
）
。
こ
の
証
拠
に
つ
い
て
は
、
刑
事
公
判
に
お
け
る
証
拠
法
則
は
適
用
さ
れ
な
い
（
不
規
第
一
四
段
落
）
。
委
員

会
が
受
理
し
た
証
拠
や
情
報
は
、
申
立
人
に
も
開
示
さ
れ
る
が
、
申
立
人
に
開
示
さ
れ
た
書
類
は
本
件
請
求
以
外
の
目
的
に
使
用
し

て
は
な
ら
な
い
（
不
規
第
一
五
段
落
）
。
申
立
人
お
よ
び
不
服
申
立
委
員
会
は
、
証
人
を
召
喚
し
、
尋
問
し
、
ま
た
は
反
対
尋
問
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
不
規
第
一
〇
段
落
）
。
不
服
申
立
委
員
会
は
、
ま
た
、
専
門
的
事
項
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
補
佐
人
（
錺
器
ω
－

ω
自
）
に
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
（
不
規
第
一
六
段
落
）
。
通
訳
人
に
関
す
る
扱
い
は
、
補
償
委
員
会
と
同
じ
で
あ
る
（
不
規
第
一

一
段
落
）
。
審
問
は
非
公
開
と
さ
れ
る
。

　
不
服
申
立
委
員
会
は
、
不
服
申
立
を
棄
却
す
る
か
（
原
裁
定
認
容
）
、
申
立
に
理
由
が
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
原
裁
定
を
変
更

し
、
ま
た
は
新
た
な
命
令
・
支
給
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
不
規
第
一
七
段
落
）
。

　
不
服
申
立
委
員
会
に
よ
る
裁
決
が
委
員
会
に
お
け
る
最
終
判
断
で
あ
り
、
こ
れ
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
法
院
に
対
し
司
法
審
査

（
8
三
9
畳
）
を
申
し
立
て
る
こ
と
に
な
る
。
制
度
発
足
以
来
、
こ
の
申
立
が
行
わ
れ
た
の
は
前
述
し
た
ベ
ト
ナ
ム
不
法
移
民
の
事

件
一
件
だ
け
で
あ
る
。

n
　
委
員
会
に
よ
る
そ
の
他
の
活
動

　
犯
罪
被
害
補
償
の
申
請
を
行
っ
た
被
害
者
や
遺
族
に
対
し
総
合
社
会
保
障
支
援
、
家
庭
サ
ー
ビ
ス
、
社
会
復
帰
サ
ー
ビ
ス
、
交
通

事
故
被
害
者
支
援
な
ど
一
定
の
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
、
委
員
会
は
被
害
者
に
他
の
関
係
機
関
を
紹
介
し
て
い
る
。
九
九
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

度
で
は
、
社
会
保
障
、
家
庭
サ
ー
ビ
ス
、
リ
ハ
ビ
リ
の
担
当
部
局
に
計
一
〇
人
の
被
害
者
を
紹
介
し
て
い
る
。
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ま
た
、
委
員
会
は
、
犯
罪
被
害
補
償
制
度
に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、

病
院
、
内
務
省
な
ど
に
配
布
す
る
な
ど
し
て
、
制
度
の
広
報
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

申
請
書
を
社
会
福
祉
部
事
務
所
、
警
察
署
、

12

　
運
用
状
況

　
犯
罪
被
害
補
償
金
の
申
請
状
況
を
示
し
た
の
が
表
1
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
は
、
一
九
八
○
年
代
に
申
請
件
数
の
大
幅
な
増
加
が

見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
八
一
年
三
月
、
従
っ
て
、
実
質
的
に
は
八
二
年
度
以
降
、
所
得
ま
た
は
所
得
能
力
の
喪
失
の
要
件
が
三
日
以

上
に
緩
和
さ
れ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
申
請
件
数
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
九
〇
代
末
に
は
七

〇
〇
件
台
と
な
っ
て
い
る
。

　
申
請
状
況
を
被
害
の
種
類
別
に
見
て
み
る
と
、
ま
ず
、
殺
人
被
害
に
よ
る
申
請
件
数
は
概
ね
横
這
い
傾
向
に
あ
り
、
し
か
も
、
警

　
　
　
　
（
79
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

察
の
認
知
件
数
に
占
め
る
申
請
件
数
の
割
合
も
凡
そ
三
〇
％
台
か
ら
四
〇
％
台
で
推
移
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
強
盗
・
窃
盗
お

よ
び
暴
行
・
傷
害
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
申
請
件
数
が
著
し
く
減
少
し
て
お
り
、
こ
れ
が
申
請
総
数
の
減
少
を
も
た
ら

し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
警
察
統
計
を
見
て
み
る
と
、
一
九
九
一
年
に
ピ
ー
ク
に
達
し
た
強
盗
の
認
知
件
数
は
、
そ
れ
以
後
、
大
幅
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
81
）

減
少
傾
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
申
請
件
数
の
減
少
は
強
盗
事
件
の
減
少
自
体
が
原
因
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
特
に
、

強
盗
・
窃
盗
の
場
合
、
単
に
申
請
件
数
の
み
な
ら
ず
、
認
知
件
数
に
占
め
る
申
請
件
数
の
割
合
も
著
し
く
減
少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

強
盗
や
窃
盗
の
被
害
に
遭
っ
て
も
、
犯
罪
被
害
補
償
の
申
請
を
行
う
被
害
者
の
割
合
が
減
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
つ
の

仮
説
と
し
て
、
被
害
が
補
償
の
対
象
に
な
ら
な
い
程
度
の
強
盗
事
件
の
割
合
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
定
か
で
な
い
。

　
ま
た
、
件
数
自
体
は
少
な
い
も
の
の
、
強
姦
や
強
制
わ
い
せ
つ
な
ど
の
性
犯
罪
被
害
に
よ
る
一
定
の
申
請
が
あ
る
こ
と
は
注
目
さ

れ
る
。
ま
た
、
表
に
は
細
目
を
示
さ
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
少
数
な
が
ら
、
毎
年
、
落
下
物
被
害
に
よ
る
申
請
も
あ
る
。
九
〇
年
度

か
ら
九
九
年
度
ま
で
の
申
請
件
数
は
、
五
件
、
一
〇
件
、
八
件
、
一
四
件
、
七
件
、
五
件
、
五
件
、
一
〇
件
、
一
〇
件
、
一
二
件
と

28
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（
82
）

な
っ
て
い
る
。

　
表
4
は
、
親
族
問
事
件
の
被
害
者
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
が
可
能
に
な
っ
た
一
九
八
二
年
度
か
ら
九
九
年
度
ま
で
の
該
当
事
件

の
申
請
状
況
で
あ
る
。
社
会
福
祉
部
の
事
務
局
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
九
六
年
度
と
九
七
年
度
の
三
件
と
一
六
件
の
申
請
全
て
に
対

し
て
は
支
給
裁
定
が
下
り
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

　
次
に
、
各
年
度
に
お
け
る
申
請
処
理
件
数
を
表
5
に
示
す
。
申
請
件
数
の
減
少
に
比
例
し
て
、
近
年
、
処
理
件
数
も
減
少
し
て
き

て
い
る
が
、
支
給
率
〔
支
給
件
数
／
（
支
給
件
数
＋
不
支
給
件
数
）
〕
は
極
め
て
高
く
、
九
八
年
度
や
九
九
年
度
に
至
っ
て
は
九
九

％
以
上
に
達
し
て
お
り
、
不
支
給
率
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
、
申
請
者
が
申
請
を
取
り
下
げ
た
件
数

や
、
申
請
後
、
被
害
者
と
連
絡
が
取
れ
な
く
な
っ
た
り
し
て
、
手
続
が
打
ち
切
ら
れ
た
件
数
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
取
下
げ
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
件
数
も
毎
年
一
〇
〇
件
台
に
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
て
お
り
、
九
九
年
度
で
は
二
五

数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麗
塊
者

表4　親族間事件の被害に係る申請件

年度 申請総数 親族問事f牛

1982 1，300 4（0．3）

1983 1，325 21（1．6）

1984 1，192 10（0．8）

1985 1，329 28（2．1）

1986 1，117 18（1．6）

1987 1，206 19（1．6）

1988 1，138 7（0．6）

1989 1，025 9（0．9）

1990 1，094 8（0．7）

1991 930 9（1．0）

1992 766 3（0．4）

1993 867 13（1．5）

1994 979 15（1．5）

1995 760 10（1．3）

1996 800 3（0．4）

1997 663 16（2．4）

1998 760 19（2．5）

1999 756 31（4．1）

合計 18，007 243（1．3）

資料：Cnmmal　and　Law　Enforcement　Injur

　　　　Compensatlon　Boards，Annual　Report
　　　　the　Chalrman1983～2000の各本文より筆
　　　　か作成。

○
件
近
く
に
達
し
て
い
る
。
取
下

げ
理
由
と
し
て
は
、
申
請
し
た
も

の
の
、
三
日
以
上
の
所
得
或
い
は

所
得
能
力
の
喪
失
な
ど
の
要
件
を

満
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
た
め
、
申
請
者
自
ら
取
下

げ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
最
も
多
い
。

し
か
し
、
被
害
に
つ
い
て
調
査
さ

れ
た
く
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
か
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表5　裁定別処理件数

年度
処理件数 不支給率

（B）／（A＋B）支　給（A） 不支給（B） 保　留 取下1連絡不能

1973 230 193 27 5 5 12．3

1974 526 355 89 3 82 20．0

1975 825 507 150 7 161 22．8

1976 783 447 72 6 258 13．9

1977 635 410 20 3 202 4．7

1978 522 325 16 1 180 4．7

1979 671 333 32 3 303 8．8

1980 866 416 20 4 426 4．6

1981 956 426 2 3 525 0．5

1982 1，194 541 6 0 647 1．1

1983 1，253 632 4 0 617 0．6

1984 1，142 636 3 4 499 0．5

1985 1，385 736 11 18 463 157 1．5

1986 1，269 842 15 20 292 100 1．8

1987 1，241 847 36 46 228 84 4．1

1988 1，204 819 45 34 240 66 5．2

1989 970 662 32 22 193 61 4．6

1990 1，188 803 20 23 243 99 2．4

1991 942 695 17 12 166 52 2．4

1992 839 658 14 19 108 40 2．1

1993 774 568 9 11 130 56 1．6

1994 953 661 14 28 190 60 2．1

1995 810 573 25 9 142 61 4．2

1996 691 527 15 12 103 34 2．8

1997 803 595 18 10 127 53 2．9

1998 816 530 5 28 191 62 0．9

1999 783 433 4 54 248 44 0．9

合計 24，271 15，170 721 385 一 一 4．5

資料：Criminal　and　Law　Enforcement　Injuries　Compensation　Boards，Annual　Report　by　the　Chairman

　　　1974～2000の各本文より筆者か作成。
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犯罪被害者補償制度に関する研究（1）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

ら
申
請
を
取
下
げ
る
例
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
な
か
に
は
、
違
法
行
為
や
ギ
ャ
ン
グ
の
抗
争
の
よ
う
な
事
件
に
関
与
し
て
い
た
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

わ
れ
る
よ
う
な
場
合
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

　
不
支
給
裁
定
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の
性
格
、
行
動
、
生
活
様
式
が
被
害
発
生
の
寄
与
要
因
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
例
が

多
い
（
表
6
）
。
さ
ら
に
、
過
去
に
は
、
捜
査
の
間
、
警
察
に
協
力
的
で
な
か
っ
た
と
し
て
不
支
給
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、

こ
れ
な
ど
も
被
害
者
の
違
法
行
為
や
犯
罪
組
織
と
の
関
わ
り
な
ど
が
原
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

　
犯
罪
被
害
補
償
金
の
支
給
件
数
と
支
給
額
を
示
し
た
の
が
表
7
で
あ
る
。
申
請
件
数
や
処
理
件
数
同
様
、
支
給
件
数
に
つ
い
て
も

以
前
ほ
ど
の
件
数
は
な
い
も
の
の
、
毎
年
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
給
付
額
の
改
定
に
よ
っ
て
、
支
給
額
の
合
計
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。

さ
ら
に
、
近
年
の
支
給
実
績
を
、
給
付
金
の
種
類
別
に
示
し
た
も
の
が
表
8
で
あ
る
。
香
港
で
は
、
給
付
額
の
改
定
が
頻
繁
に
行
わ

れ
て
い
る
た
め
、
九
九
年
度
ま
で
過
去
五
年
の
平
均
支
給
額
を
、
新
規
支
給
、
調
整
支
給
併
せ
て
計
算
す
る
と
、
一
件
当
た
り
約
一

万
五
、
○
○
○
香
港
ド
ル
（
約
二
三
万
円
）
と
な
る
。
日
本
に
比
べ
、
一
件
当
た
り
の
支
給
額
が
低
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
給
付
限
度

額
が
低
い
こ
と
も
あ
る
が
、
傷
害
給
付
金
の
制
度
が
あ
り
、
低
額
の
給
付
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
当
然
に
関
係
し
て
い
る
。
因
み
に
、

九
八
年
度
の
最
高
支
給
額
は
、
傷
害
の
被
害
者
に
支
給
さ
れ
た
一
七
万
一
、
五
七
〇
香
港
ド
ル
（
約
二
五
七
万
円
）
で
、
給
付
金
の
内

訳
は
、
傷
害
給
付
金
四
万
四
、
五
七
〇
香
港
ド
ル
、
一
時
扶
養
給
付
金
四
万
六
、
三
五
〇
香
港
ド
ル
、
障
害
給
付
金
八
万
六
五
〇
香
港

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

ド
ル
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
最
低
支
給
額
は
四
一
〇
香
港
ド
ル
（
約
六
、
0
0
0
円
）
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
被
害
別
の
支
給
状
況
で
は
、
件
数
こ
そ
少
な
い
も
の
の
、
強
姦
な
ど
性
犯
罪
被
害
者
に
対
し
て
も
実
際
に
支
給
が
な
さ
れ

て
い
る
の
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
さ
ら
に
、
性
犯
罪
被
害
者
に
対
し
て
は
給
付
金
が
増
額
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
事
務
局
の
資
料
に

よ
る
と
、
一
〇
〇
％
の
増
額
を
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
九
三
年
度
か
ら
九
七
年
度
ま
で
の
支
給
最
低
額
は
約
二
、
五
〇
〇

香
港
ド
ル
（
約
四
万
円
）
（
傷
害
給
付
金
の
み
。
増
額
な
し
）
、
最
高
額
は
約
八
万
六
、
O
O
O
香
港
ド
ル
（
約
＝
一
一
〇
万
円
）
（
傷
害
お
よ

び
障
害
給
付
金
。
一
〇
〇
％
増
額
）
と
な
っ
て
い
る
（
表
1
0
）
。
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表6　理由別不支給裁定件数

年度 被害者＊1 対象外＊2 不協力＊3 事実不確定＊4 他の給付等＊5 その他 計

1990 20 一 一 一 一 一 20

1991 14 2 1 一 ｝ ｝ 17

1992 9 4 ｝ 一 1 一 14

1993 7 2 一 一 一 ｝ 9
1994 5 3 3 3 一 一 14

1995 15 8 2 一 一 25

1996 13 1 一 一 1 一 15

1997 16 2 一 一 一 一 18

1998 3 一 一 一 1 1 5
1999 1 1 一 一 一 2 4
資料：Criminal　and　Law　Enforcement　Injunes　Compensation　Boards，Annual　Report　by　the　Chairman

　　1991～2000の各本文より筆者が作成。

注：＊1「被害者」とは、被害者の行動、性質、生活様式なとが被害発生の寄与要因であった場合を言う。

　　＊2「対象外」とは、事件が補償制度の対象外てあった場合を言う。

　　＊3「不協力」とは、被害者が警察の捜査に協力しなかった場合を言う。

　　＊4「事実不確定」とは、被害の発生にっき被害者から提出された情報に疑義かある場合などを言う。

　　＊5「他の給付等」とは、本件申請に係る被害について他の給付又は損害賠償の支給を受けた場合を言う。

表8　犯罪被害補償金の給付金別支給額 （単位：千香港ドル）

年度 葬祭給付金 死亡給付金 障害給付金 傷害給付金 一時扶養給付金 合　計

1993 196 1，846 1，170 4，474 2，050 9，737

1994 179 1，256 1，178 5，561 2，835 11，009

1995 170 1，424 1，317 5，668 3，126 11，704

1996 360 1，980 1，178 5，401 2，474 11，394

1997 329 2，056 1，345 7，031 3，520 14，282

1998 一 一 一 一 一 ｝

1999 279 1，482 1，095 6，429 2，656 11，941

資料：1997年度まてはCriminal　and　Law　Enforcement　lnjuries　Compensatlon　Board事務局の資料に基き

　　筆者が作成。

　　1999年度は、Cnminal　and　Law　Enforcement　Injuries　Compensation　Boards，Annual　Report　by

　　the　Chalrman2000に基づく。
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犯罪被害者補償制度に関する研究（1）

表7　補償金の支給状況

年度

犯罪被害補償金 法執行被害補償金

新規支給 調整支給 支給額 新規支給 調整支給 支給額

殺　人 強盗・窃盗 暴行・傷害 強姦等率1放火等零2

1973 191 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 59 629 2 一 8
1974 362 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 112 1，090 一 『 一

1975 512 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 106 1，634 2 一 5
1976 474 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 88 1，469 1 ｝ 24

1977 412 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 147 1，383 一 一 一

1978 325 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 136 920 一 一 一

1979 317 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 105 1，011 『 一 『

1980 408 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 106 1，493 2 一 17

1981 450 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 144 2，220 一 一 一

1982＊3 536 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 156 2，586 1 一 40

1983 583 34 265 218 12 25 140 3，248 2 一 11

1984 653 53 251 304 13 32 161 4，175 3 5 71

1985 688 47 250 359 5 27 134 4，209 2 2 608

1986＊4 932 46 270 543 11 62 204 5，501 1 3 519

1987 824 21 200 503 7 93 245 4，862 ｝ 1 38

1988 886 54 194 547 17 74 304 5，699 1 一 3
1989 677 35 141 431 3 67 304 5，705 3 1 43

1990 798 55 225 453 5 60 223 6，643 3 4 133

1991 694 46 184 422 3 40 293 7，653 2 4 431

1992 684 32 185 410 2 55 368 8，904 2 5 80

1993 600 44 152 345 4 55 277 9，737 1 3 84

1994 707 40 151 492 3 21 296 11，009 一 3 1，189
1995 555 26 108 391 5 25 303 11，704 『 2 764

1996 568 49 88 399 6 26 215 11，394 一 1 23

1997 604 34 ll8 429 4 19 366 14，282 一 2 36

1998 557 36 93 385 3 40 440 16，794 一 一 ｝

1999 447 33 123 275 4 12 309 11，941 一 1 200

合計 15，444 q 一 『 一 『 5，741 129，158 28 36 4，126

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件、支給額のみ千香港ドル）

資料＝Criminal　and　Law　Enforcement　Injuries　Compensation　Boards，Amual　Report　by　the　Chalrman

　　　l974～2000の各本文より筆者が作成。

注：牢1強姦等には、強制わいせつ（性的暴行）を含む。

　　＊2放火等には、落下物による被害、その他を含む。

　　＊3近年の統計には544件とあるが、当時の統計で確認した結果、536件か正しい。

　　＊4近年の統計には930件とあるが、当時の統計で確認した結果、932件が正しい。
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犯罪被害者補償制度に関する研究（1）

表10　強姦被害者に対する犯罪被害補償金の支給状況（単位：香港ドル）

年度 事例番号 障害給付金 傷害給付金 一時扶養給付金 増額率 合計

1993
事例（1） 7，638 10，429 一 20％ 21，680

事例（2） 1，528 5，632 4，063 80％ 20，201

1994 事例（1） 839 4，990 一 100％ 11，658

1995

事例（1） 一 2，534 一 100％ 5，068

事例（2） 『 6，756 一 100％ 13，512

事例（3） 38，880 4，257 一 100％ 86，274

1996
事例（1） 一 14，580 一 50％ 21，870

事例（2） 10，080 4，536 一 100％ 29，232

1997
事例（1） 『 2，520 一 0％ 2，520

事例（2） ｝ 3，528 一 100％ 7，056

資料。Criminal　and　Law　Enforcement　Injuries　Compensatlon　Board事務局の資料に基き筆者か作成。

表11不服申立件数および処理状況

年度

不服申立件数 処理状況

総数
不服申立理由

認容 却下
不支給 支給額

1990 5 5 印 2 3
1991 5 3 2 3 2
1992 4 1 3 2 2
1993 6 5 1 4 2
1994 4 4 一 1 3
1995 5 3 2 4 1
1996 3 3 一 2 1
1997 9 6 3 6 3
1998 0 一 一 『 噌

1999 4 1 3 2 2
計 45 31 14 26 19

資料O　Criminal　and　LawEnforcement　Injurles　Compen－

　　sation　Boards，Annual　Report　by　the　Chalrman
　　1991～2000の各本文より筆者が作成。

35



法学研究74巻5号（2001：5）

　
一
方
、
減
額
の
裁
定
も
少
な
く
な
い
。
九
〇
年
度
か
ら
九
九
年
度
ま
で
の
減
額
裁
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
〇
一
件
、
七
五
件
、
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）

九
件
、
五
三
件
、
七
五
件
、
五
五
件
、
七
〇
件
、
七
〇
件
、
六
二
件
、
四
五
件
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
労
災
補
償
給
付
と
の
調
整

に
よ
る
減
額
裁
定
は
、
制
度
が
改
正
さ
れ
た
九
七
年
度
で
四
四
件
あ
り
、
計
約
二
六
万
三
、
○
○
○
香
港
ド
ル
分
、
九
八
年
度
で
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

七
件
、
計
約
三
六
万
六
、
○
○
○
香
港
ド
ル
分
、
九
九
年
度
で
三
五
件
、
約
こ
八
万
四
、
O
O
O
香
港
ド
ル
の
減
額
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
加
害
者
か
ら
の
損
害
賠
償
を
得
た
場
合
の
減
額
に
つ
い
て
も
、
九
七
年
度
か
ら
九
九
年
度
で
そ
れ
ぞ
れ
三
二
件
約
七
万
三
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

○
○
○
香
港
ド
ル
分
、
二
六
件
約
四
万
六
、
○
○
○
ド
ル
、
九
件
約
一
万
四
、
○
○
○
香
港
ド
ル
分
の
減
額
裁
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。

犯
罪
被
害
補
償
金
支
給
後
に
損
害
賠
償
や
他
の
給
付
を
得
た
た
め
犯
罪
被
害
補
償
金
が
返
還
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
三
件

約
八
○
万
香
港
ド
ル
分
、
六
件
約
一
万
六
、
○
○
○
香
港
ド
ル
分
、
二
件
約
三
、
○
○
○
香
港
ド
ル
分
あ
る
。

　
最
後
に
、
各
年
度
の
不
服
申
立
件
数
を
表
1
1
に
示
す
。
不
支
給
裁
定
に
対
す
る
不
服
申
立
が
多
い
が
、
支
給
額
に
対
す
る
不
服
申

立
も
僅
か
な
が
ら
見
ら
れ
る
。
不
服
申
立
を
理
由
有
り
と
し
て
認
容
す
る
ケ
ー
ス
は
六
割
弱
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
1
3
）
　
G
o
ミ
矯
魯
鴫
こ
〇
一
田
O
ω
○
劣
∪
。
D
」
N
這
＞
z
z
d
＞
［
園
賠
○
胃
o。
（
一
〇
〇。
㎝
）
・

　
（
1
4
）
　
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
に
犯
罪
被
害
者
以
外
の
者
に
対
す
る
補
償
を
包
摂
す
る
例
と
し
て
、
韓
国
（
犯
罪
被
害
者
救
助
法
第
三
条
第

　
　
一
項
）
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
不
法
拘
禁
及
び
暴
力
犯
罪
被
害
者
補
償
請
求
委
員
会
設
置
法
第
三
条
第
a
乃
至
c
号
）
の
制
度
が
あ
る
。

　
（
1
5
）
　
国
ヨ
o
旙
窪
身
菊
o
一
一
9
閃
＝
⇒
α
○
『
α
ぎ
碧
o
ρ
3
●
一
一
〇
ω
。

　
（
1
6
）
　
O
一
田
O
ω
○
夷
∪
。
。
る
浮
頃
＞
z
召
き
園
賠
o
閑
↓
N
（
N
O
O
O
）
．

　
（
1
7
）
　
O
い
田
O
ω
○
夷
u
。
。
る
る
＞
z
召
き
勾
賠
o
召
一
一
（
一
〇
誤
y

　
（
1
8
）
　
O
一
田
O
ω
o
夷
u
。
∩
」
N
岳
＞
z
z
¢
＞
［
肉
賠
○
勾
↓
一
ω
（
一
〇
〇〇
㎝
）
’

　
（
1
9
）
　
但
し
、
葬
祭
給
付
金
は
支
給
さ
れ
る
。

　
（
2
0
）
　
一
九
九
〇
年
一
二
月
一
日
か
ら
適
用
さ
れ
た
補
償
金
給
付
額
の
基
準
表
ま
で
は
、
そ
う
し
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
O
い
田
O
甲

　
　
o
夷
u
9
一
〇
〇
詰
＞
舅
d
ヒ
菊
賠
○
肉
↓
曽
（
一
8
一
）
。

　
（
2
1
）
　
一
香
港
ド
ル
H
一
五
円
と
し
て
計
算
。
以
下
、
香
港
ド
ル
か
ら
日
本
円
の
換
算
は
、
こ
の
為
替
レ
ー
ト
に
よ
る
。
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（
2
2
）
　
一
九
七
三
年
度
に
は
、
犯
罪
被
害
補
償
金
を
支
給
さ
れ
た
被
害
者
が
、
被
害
の
原
因
と
な
っ
た
銃
弾
は
警
察
官
側
が
発
砲
し
た
も
の

　
だ
と
し
て
、
法
執
行
被
害
補
償
金
へ
の
変
更
を
求
め
て
不
服
申
立
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
両
者
の
支
給
額
の
差
と
い
う
事
情
に

　
よ
る
。
ω
ミ
O
ぴ
田
O
ω
o
＞
目
ω
口
胃
》
z
巨
き
勾
男
o
罷
①
当
（
這
置
）
．
法
執
行
被
害
補
償
金
の
例
と
し
て
、
一
九
九
四
年
度
に
は
、
警
察

官
に
よ
る
犯
人
逮
捕
の
際
、
跳
弾
に
よ
っ
て
障
害
を
負
っ
た
被
害
者
に
対
し
約
一
一
七
万
香
港
ド
ル
（
約
一
、
七
五
六
万
円
）
の
給
付
金

　
を
支
給
し
た
例
が
あ
る
。
O
r
田
O
ω
o
劣
易
認
呂
》
z
召
き
菊
昭
昆
↓
＝
（
這
3
）
。

（
2
3
）
　
一
ヨ
ヨ
眞
声
島
o
コ
○
こ
言
き
8
）
号
」
一
伊

（
24
）
顔
な
ど
に
腐
食
性
の
酸
を
か
け
ら
れ
た
被
害
者
に
対
す
る
補
償
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
q
リ
ミ
O
ピ
田
O
ω
○
＞
召
ω
）
一
一
岳

　
＞
z
z
¢
き
因
賠
○
胃
置
山
㎝
（
一
〇
〇〇
“
）
・

（
2
5
）
　
も
っ
と
も
、
日
本
の
犯
給
法
改
正
に
よ
り
、
障
害
給
付
金
の
等
級
が
一
四
等
級
ま
で
拡
大
さ
れ
れ
ば
、
「
外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の
」

　
も
障
害
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
昭
和
五
五
年
一
二
月
一
九
日
の
別
表

第
七
級
、
第
一
二
級
、
第
一
四
級
参
照
）
。

（
2
6
）
　
性
関
連
犯
罪
被
害
者
の
被
害
の
程
度
や
補
償
の
評
価
に
あ
た
り
、
身
体
上
の
被
害
の
み
の
事
件
に
適
用
さ
れ
る
同
じ
基
準
を
適
用
す

　
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
い
ミ
〇
一
田
O
ω
o
夷
β
討
↓
＞
z
z
c
自
胃
昭
○
胃
二
（
お
置
）
。

（
2
7
）
　
O
ピ
田
O
ω
o
＞
召
ρ
o
o
旨
＞
髪
d
＞
ぴ
勾
賠
○
召
一
〇〇
（
一
〇
〇
〇
一
y

（
2
8
）
　
O
い
田
O
閃
o
夷
易
O
望
＞
z
暴
き
菊
賠
o
胃
一
Go
（
お
o
。
N
y
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
被
害
者
に
郵
便
に
よ
る
連
絡
を
行
い
、
続
い
て

電
話
に
よ
る
連
絡
を
行
う
と
い
う
。
女
性
の
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
カ
ー
が
担
当
す
る
。

（
2
9
）
　
O
び
田
O
ω
○
夷
拐
5
望
＞
z
暴
露
勾
賠
劣
日
＝
（
お
o
。
ω
y
例
え
ば
、
一
九
九
八
年
度
で
は
、
精
神
的
障
害
の
診
断
の
た
め
精
神
医
学

　
セ
ン
タ
ー
で
の
診
断
が
行
わ
れ
た
ケ
ー
ス
は
八
件
で
あ
り
、
こ
の
年
度
に
つ
い
て
は
、
八
件
全
部
が
性
犯
罪
以
外
の
犯
罪
被
害
に
よ
る
も

　
の
で
あ
っ
た
。
O
ぴ
国
8
ω
○
夷
8
曽
ま
寅
》
z
召
＞
い
勾
男
o
胃
一
〇
〇
（
お
8
y

（
3
0
）
　
↓
声
窪
o
＞
8
こ
o
旨
≦
9
一
ヨ
ω
（
》
器
冨
㌶
口
8
閃
⊆
ロ
α
）
O
巳
冒
四
9
ρ
o
F
N
竈
に
基
く
。

（
31
）
　
一
九
九
七
年
度
に
は
、
五
、
六
五
五
件
の
支
給
裁
定
が
な
さ
れ
、
約
一
億
四
、
二
〇
〇
万
香
港
ド
ル
の
給
付
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

　
O
【
寄
8
0
勾
o
閃
ω
0
9
き
薯
国
需
＞
寄
一
z
o
O
召
o
穽
田
P
↓
穽
鵠
【
o
》
8
ε
男
↓
く
8
自
暴
＞
ω
ω
一
胃
夷
o
国
閃
舅
u
》
髪
算
［
閑
賠
o
胃
（
一
〇
〇
〇
〇
）
、

（
32
）
　
〇
一
田
O
ω
o
夷
∪
。
り
」
ω
↓
＞
髪
蜜
［
勾
昭
o
召
一
〇
（
一
〇
置
）
。
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　　パ　ハ　パハハ40　ω　　39　38　37　36　35　34　33
）　　　OQ　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）

O
い
国
一
〇
切
o
＞
目
o
。
）
貯
＝
＞
z
z
o
＞
い
肉
賠
o
罷
嵩
山
o
o
（
一
〇
ミ
）
。

O
U
国
一
〇
ω
o
｝
5
9
ず
＝
》
z
z
¢
＞
び
菊
賠
o
召
刈
（
一
〇
〇〇
〇
）
。

〇
一
国
H
O
ω
o
＞
圃
0
9
貯
＝
卜
z
z
c
＞
一
菊
賠
○
召
一
〇〇
（
一
〇
ミ
）

〇
一
国
H
O
ω
o
夷
∪
9
0
↓
属
＞
z
z
d
＞
［
菊
甲
○
召
置
（
一
〇
〇
〇
N
）
●

O
［
国
一
〇
切
o
夷
o
o
り
矯
一
〇
↓
＝
＞
z
z
d
＞
［
菊
賠
o
召
旨
（
お
o
o
G
o
）
，

O
一
国
8
ω
o
夷
0
9
一
〇
望
》
髪
d
＞
［
肉
賠
o
召
旨
（
一
〇
〇
〇
ω
ン
O
い
田
O
ω
o
夷
u
ω
」
一
ヨ
＞
舅
募
ピ
肉
電
○
召
一
㎝
（
一
〇
〇〇
斜
）
。

香
港
の
道
路
交
通
條
例
に
は
、
「
不
注
意
運
転
」
（
8
お
一
8
ω
酵
三
轟
）
の
罪
が
あ
る
。
菊
o
注
↓
轟
窪
o
O
巳
ぎ
き
8
）
9
b
謹
』

　
　
　
こ
の
ほ
か
、
九
五
年
度
に
は
、
落
石
に
よ
る
被
害
に
対
し
、
略
式
犯
罪
條
例
の
「
建
造
物
か
ら
の
落
下
物
」
の
罪
（
響
ヨ
日
蝉
曼

○
塊
窪
8
ω
O
巳
ぎ
墜
8
曽
9
●
旨
o
。
）
謹
ω
）
に
当
た
る
と
認
定
し
、
不
服
申
立
委
員
会
で
支
給
の
裁
決
を
し
た
例
が
あ
る
。
O
い
国
O

　
ω
o
＞
召
9
器
5
＞
z
z
d
＞
［
菊
男
o
胃
①
（
一
8
①
）
’

（
4
1
）
　
的
ミ
｝
9
肉
こ
O
一
国
8
団
○
弟
u
ω
）
“
↓
＝
＞
z
竈
き
菊
男
o
胃
刈
（
一
〇
ミ
）
）
O
一
田
O
ω
o
夷
u
9
浮
＝
》
釜
⊂
＞
い
肉
昭
o
胃
旨
（
一
〇
〇
〇
〇
ン
〇
一
田
O

　
ω
○
夷
∪
。
り
曽
o
o
↓
＝
》
z
z
d
き
勾
賠
○
召
一
一
（
一
〇
〇〇
一
）
。

ハ　　　　　　　　　　　　　　　
47　46　45　44　43　42
）　　）　　）　　）　　）　　）

〇
一
国
H
O
ω
o
＞
目
9
00
↓
＝
慶
z
z
d
き
菊
賠
○
召
ド
一
ω
（
一
〇
〇
〇
一
）
●

O
［
国
一
〇
ω
o
夷
u
9
一
ω
↓
＞
z
z
d
＞
r
勾
亀
o
胃
一
〇
（
一
〇
置
）
。

O
r
国
一
〇
ω
o
＞
目
9
穿
o
＞
z
z
d
＞
［
閃
賠
o
召
“
（
一
〇
謡
）
●

O
い
国
H
O
ω
o
調
目
ω
）
Go
寄
＞
z
z
¢
＞
［
菊
鴇
o
零
嵩
（
一
〇
蕊
）
。

ω
o
o
一
巴
≦
o
一
♂
お
∪
8
”
昌
ヨ
①
旨
）
『
胤
9
日
簿
一
〇
旨
い
①
臥
一
9
0
口
国
ヨ
o
旙
①
⇒
昌
勾
①
一
一
9
男
仁
昌
α
（
一
〇
〇
〇
）
■

な
お
、
被
害
者
の
死
亡
当
時
胎
児
で
あ
っ
た
子
は
、
そ
の
子
が
出
生
し
、
補
償
金
の
最
終
的
な
支
給
の
時
点
で
生
存
し
て
い
れ
ば
、

被
扶
養
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
O
卜
国
一
〇
ω
○
劣
∪
。
。
る
召
》
z
尋
き
評
8
胃
一
刈
（
這
蕊
）
。

（
4
8
）
　
O
い
国
一
〇
ω
○
＞
冒
ω
｝
N
貯
＝
＞
z
z
¢
＞
い
勾
尾
o
宥
一
〇
（
一
〇
〇
刈
）
。

（
4
9
）
　
O
一
国
H
O
ω
o
夷
u
g
N
ω
召
＞
z
z
⊂
＞
い
菊
零
o
召
一
ω
（
一
〇
8
）
。

（
5
0
）
　
拙
稿
（
一
九
九
九
）
・
前
掲
注
（
1
0
）
に
お
い
て
、
「
傷
害
給
付
金
は
、
七
日
以
上
の
傷
害
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
」

（
七
七
頁
）
と
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記
述
し
た
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
、
「
傷
害
給
付
金
に
つ
い
て
も
三
日
以
上
の
所
得
ま
た
は
所
得
能
力
の
喪
失
が
要
件
で
あ
る
」
が
正
し
い
。

謝
し
て
訂
正
し
た
い
。

（
51
）
　
一
九
九
一
年
四
月
、
傷
害
給
付
金
と
一
時
扶
養
給
付
金
の
限
度
額
が
三
カ
月
分
か
ら
六
カ
月
分
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
O
r
田
O
甲

　o夷∪ω

」
o
o
↓
＝
＞
z
z
¢
き
菊
賠
○
召
置
（
一
8
一
y

（
5
2
）
　
提
案
で
は
死
別
給
付
金
（
ω
R
8
話
ヨ
①
旨
O
声
旨
）
の
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
〇
一
田
O
ω
o
夷
u
。
。
」
穿
u
＞
z
竈
＞
び
菊
賠
○
召

　
一
①
（
一
〇
〇
〇
㎝
）
。

（
5
3
）
　
〇
一
田
○
ゆ
o
夷
u
9
一
脅
＝
＞
釜
q
＞
［
肉
田
o
零
一
ω
（
お
oo
①
）
●

（
5
4
）
　
O
一
田
O
ω
○
＞
召
ω
口
o
o
望
＞
舅
⊂
き
菊
賠
○
胃
置
（
一
8
一
）
．
因
み
に
、
＠
ω
と
㈹
も
一
九
七
四
年
一
〇
月
の
改
正
で
追
加
さ
れ
た
も
の

　
で
あ
る
。
O
い
田
O
ω
o
夷
o
。
D
曽
穿
∪
＞
z
巨
き
菊
賠
o
召
o
o
－
O
（
一
〇
誤
y

（
5
5
）
　
O
い
田
O
ゆ
o
夷
∪
9
認
望
＞
z
召
＞
r
勾
賠
o
召
oo
）
一
〇〇
（
一
〇
漣
）
。

（
5
6
）
　
O
い
田
O
ω
o
夷
∪
ω
Ψ
一
〇
〇
岳
》
z
召
き
菊
賠
o
胃
一
“
（
一
〇
〇
一
）
。

（
5
7
）
　
O
い
田
O
ω
o
夷
∪
ω
」
N
↓
＝
》
琵
d
き
園
賠
o
胃
一
〇
（
一
〇
〇〇
㎝
）
。

（
5
8
）
　
具
体
的
な
基
準
に
つ
い
て
は
、
〇
一
田
O
ω
○
夷
∪
ω
る
呂
＞
z
召
き
菊
昭
o
胃
旨
（
一
〇
胡
）
に
説
明
が
あ
る
。

（
5
9
）
　
O
い
田
O
ω
o
夷
u
ω
る
ぎ
＞
舅
¢
き
勾
男
○
召
㎝
（
お
誤
y
ま
た
、
不
服
申
立
の
結
果
、
支
給
が
認
め
ら
れ
た
例
と
し
て
、
O
い
田
O
甲

　
o
夷
∪
9
0
0
寄
＞
z
菱
き
菊
賠
o
胃
一
ω
－
一
“
（
一
雪
①
y

（
6
0
）
　
O
い
国
一
〇
ω
o
＞
目
ω
』
詰
＞
釜
c
き
評
8
胃
刈
（
お
o
。
O
y
こ
れ
に
対
し
、
被
害
者
の
容
認
せ
ら
ざ
る
生
活
態
度
と
三
合
会
構
成
員
と
の

関
係
を
理
由
と
し
て
九
〇
％
の
減
額
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
的
禽
〇
一
田
O
ω
o
夷
u
。
り
蕊
岳
》
z
召
ヒ
評
8
胃
旨
（
一
〇
〇。
一
）
■

（
61
）
　
O
一
田
O
ω
○
＞
召
ω
る
ω
ぎ
＞
z
≡
き
勾
昭
○
胃
O
（
一
〇
3
）
。
減
額
支
給
と
し
た
の
は
、
申
立
人
が
警
察
の
捜
査
に
協
力
し
な
か
っ
た
た

　
め
、
犯
人
検
挙
に
至
ら
な
か
っ
た
と
認
定
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

（
62
）
　
事
件
に
つ
い
て
は
、
O
r
田
O
閃
○
＞
召
ω
）
一
〇
望
＞
髭
d
＞
［
勾
賠
o
胃
一
。
（
お
o
o
G
。
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
3
）
　
国
ヨ
巳
o
冨
o
ω
．
O
o
ヨ
O
雪
ω
簿
一
〇
⇒
O
巳
ぎ
蝉
8
ρ
9
』
oo
N
●

（
64
）
　
五
〇
％
ル
ー
ル
と
は
、
労
働
者
災
害
補
償
の
要
件
を
一
応
具
備
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
申
請
者
が
労
災
補
償
の
申
請
を
し
て
い
る

　
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
ず
、
犯
罪
被
害
補
償
金
評
価
額
の
五
〇
％
を
支
給
す
る
。
全
額
支
給
し
な
い
理
由
は
、
全
額
支
給
し
て
し
ま
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う
と
被
害
者
が
労
災
補
償
を
申
請
す
る
興
味
を
失
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
後
、
労
災
補
償
の
申
請
が
行
わ
れ
、
支

　
給
さ
れ
た
労
災
補
償
給
付
が
犯
罪
被
害
補
償
金
評
価
額
の
五
〇
％
以
上
の
場
合
、
残
り
の
給
付
は
行
わ
れ
な
い
。
五
〇
％
未
満
の
場
合
、

　
労
災
補
償
給
付
と
五
〇
％
と
の
差
額
に
相
当
す
る
犯
罪
被
害
補
償
金
が
支
給
さ
れ
る
。
労
災
補
償
給
付
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

残
り
の
五
〇
％
が
支
給
さ
れ
る
。
ま
た
、
労
災
補
償
の
申
請
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
残
り
の
給
付
は
認
め
ら
れ
な
い
。
即
ち
、
で
き

　
る
だ
け
被
害
者
に
労
災
補
償
の
申
請
を
促
し
、
労
災
補
償
給
付
と
の
二
重
支
給
も
認
め
、
最
終
的
に
、
少
な
く
と
も
犯
罪
被
害
補
償
金
評

　
価
額
よ
り
低
い
額
し
か
支
給
さ
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
が
五
〇
％
ル
ー
ル
の
趣
旨
で
あ
る
。
例
え
ば
、
犯
罪

被
害
補
償
金
評
価
額
が
一
万
ド
ル
の
場
合
、
ま
ず
五
千
ド
ル
を
仮
に
支
給
し
、
そ
の
後
、
労
災
補
償
給
付
が
三
千
ド
ル
で
あ
っ
た
場
合
は
、

　
さ
ら
に
犯
罪
被
害
補
償
金
と
し
て
二
千
ド
ル
を
支
給
し
（
両
者
の
合
計
は
一
万
ド
ル
）
、
も
し
労
災
補
償
給
付
が
七
千
ド
ル
で
あ
れ
ば
、

残
り
の
給
付
は
行
わ
れ
な
い
（
両
者
の
合
計
は
一
万
二
千
ド
ル
）
。
G
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舞
魯
西
）
〇
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田
O
ω
o
＞
寄
9
一
㎝
望
＞
z
層
き
評
8
胃
置
（
お
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y

（
6
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）
　
O
い
日
O
ω
o
夷
∪
9
曽
旨
》
冤
¢
＞
び
勾
賠
o
召
一
〇
（
一
〇
〇
刈
）
。

（
6
6
）
　
9
一
ヨ
ぎ
巴
ギ
8
巴
＝
お
○
こ
言
き
8
）
9
。
認
一
劾
お
●
香
港
の
損
害
賠
償
命
令
制
度
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（
二
〇
〇
〇
）
・
前
掲
注

　
（
8
）
三
七
三
頁
参
照
。

（
6
7
）
　
○
い
田
O
ω
○
夷
∪
9
曽
旨
＞
z
召
き
菊
宅
勇
↓
㎝
（
8
8
y
委
員
の
数
は
、
制
度
発
足
以
来
、
多
少
の
増
減
が
見
ら
れ
る
。
施
行
当
時

　
は
、
委
員
長
を
除
く
と
、
三
七
名
で
あ
っ
た
が
（
O
い
田
O
ω
o
夷
u
Q
。
」
零
＞
z
釜
き
菊
賠
o
召
一
（
お
鳶
）
）
、
四
二
名
体
制
で
あ
っ
た
時
期

　
も
あ
る
（
O
い
田
O
ω
O
夷
8
」
冒
＞
z
召
＞
一
勾
男
o
胃
一
（
冨
ミ
y
）
。

（
6
8
）
　
報
道
な
ど
か
ら
得
た
情
報
を
基
に
被
害
者
や
遺
族
に
制
度
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
申
請
書
を
送
付
し
て
い
る
と
い
う
。
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田
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ω
－

　o夷∪
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胃
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z
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い
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胃
刈
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［
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o
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。
り
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き
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胃
一
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〇
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一
）
。
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）
　
O
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O
ω
o
夷
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O
望
》
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胃
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菱
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る
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S
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ン
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召
O
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〇
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ン
曽
望
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冤
c
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い
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賠
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刈
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N
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O
ゆ
o
夷
u
ω
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d
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菊
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昆
↓
N
O
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。
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（
7
4
）
　
〇
一
田
O
ゆ
○
夷
o
ω
し
舅
》
髪
軍
［
力
昭
o
零
一
“
（
一
零
o
o
）
。

（
7
5
）
　
O
い
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O
ω
○
夷
∪
ω
）
鴇
畠
》
z
竃
＞
［
評
8
胃
嵩
－
一
〇。
る
O
（
N
O
O
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）
。

（
7
6
）
9
冒
ぎ
巴
四
＆
霊
譲
国
艮
o
吋
8
ヨ
窪
二
邑
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ユ
①
ω
O
o
ヨ
需
房
鋤
二
2
ω
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①
ヨ
の
”
↓
ぎ
＞
α
巨
三
ω
霞
蝉
鉱
＜
①
U
o
o
⊆
日
①
鼻
＞
薯
①
亭

象
x
中
不
服
申
立
規
則
は
、
一
九
七
三
年
一
二
月
一
七
日
に
採
用
さ
れ
、
以
後
、
数
次
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
O
一
田
O
ω
o
劣
u
9

　
一
胃
＞
琵
d
き
菊
賠
o
胃
8
一
∵
一
N
（
一
〇
置
）
。

（
7
7
）
　
〇
一
田
O
ω
○
夷
u
。
。
る
“
望
》
舅
d
＞
［
勾
賠
○
召
N
O
－
曽
（
一
〇
零
）
●

（
7
8
）
　
〇
一
田
O
切
○
＞
召
ω
る
①
竈
》
z
竃
き
因
賠
o
召
園
（
一
〇
8
）
。

（
7
9
）
　
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
認
知
件
数
の
数
値
は
、
社
会
福
祉
部
の
統
計
に
よ
る
も
の
で
、
厳
密
に
は
、
警
察
統
計
の
数
値
と
異
な
っ

　
て
い
る
。

（
8
0
）
　
犯
罪
被
害
補
償
の
対
象
に
窃
盗
が
入
っ
て
い
る
理
由
を
社
会
福
祉
部
の
事
務
局
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
ひ
っ
た
く
り
（
旨
卑
3
）

　
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
81
）
　
香
港
警
察
『
香
港
警
察
年
報
九
八
』
（
一
九
九
九
）
八
五
頁
。

（
8
2
）
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鎖
こ
〇
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O
ω
o
＞
召
。
。
）
曽
↓
＝
＞
z
竃
き
勾
賠
o
召
o。
一
（
N
O
O
O
）
’

（
8
3
）
申
請
と
委
員
会
の
裁
定
に
は
時
間
的
ズ
レ
が
あ
る
た
め
、
表
1
の
申
請
件
数
と
は
一
致
し
な
い
。

（
84
）
　
留
魯
魯
鴫
こ
O
ピ
田
O
ω
o
夷
∪
ω
堕
一
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望
＞
舅
d
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。
ン
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。
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ゆ
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夷
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ω
レ
o
。
畠
》
舅
c
き
菊
零
畠
月
一
〇
（
這
箪
）
。
特
に
、
九
九
年
度
に
は
取
下
件
数
の
約
半
数
に
当
た
る
二
二
七
件
が
調
査
さ
れ

　
た
く
な
い
と
い
う
理
由
で
申
請
を
取
り
下
げ
て
い
る
。

（
8
5
）
　
〇
一
田
O
ω
o
弟
u
Q
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」
O
冨
＞
z
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》
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勾
賠
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勾
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幻
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〇
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〇
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“
）
。

（
8
6
）
　
こ
の
統
計
は
、
各
年
度
に
実
際
に
給
付
金
が
支
給
さ
れ
た
件
数
で
あ
る
た
め
、
支
給
裁
定
件
数
と
は
一
致
し
な
い
。

（
8
7
）
　
九
九
年
度
の
最
高
支
給
額
は
、
こ
れ
よ
り
更
に
高
額
の
約
二
七
万
六
、
O
O
O
香
港
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
警
察
と
犯
罪

者
と
の
銃
撃
戦
の
被
害
者
に
対
す
る
給
付
で
あ
る
。
O
い
国
O
野
夷
星
曽
ヨ
》
髪
d
＞
一
菊
賠
○
零
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8
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0
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）
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